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議        事 

○大村部会長 それでは、予定した時刻になりましたので、法制審議会民法（遺言関係）部会

の第９回会議を開会いたします。 

  本日は御多忙の中、御出席を頂きまして誠にありがとうございます。 

  それでは、まず配布資料等についての説明を事務当局の方からお願いいたします。 

○戸取関係官 本日の配布資料として、部会資料９「中間試案の取りまとめに向けた議論のた

めのたたき台（３）」及び参考資料９「自筆証書遺言と新たな遺言の方式（普通の方式）

の各案との比較」がございます。こちらについては、後ほど審議の中で事務当局から御説

明いたします。また、席上のタブレットには委員等名簿及び議事次第を格納しております。 

○大村部会長 ありがとうございます。 

  それでは、本日の審議に入りたいと思います。お手元の部会資料９ということになります

けれども、まずは普通の方式におけるデジタル技術を活用した新たな遺言の方式の在り方

について、御議論を頂きたいと思います。 

  事務当局の方から、資料の第１の部分の説明をお願いいたします。 

○戸取関係官 部会資料９は「中間試案の取りまとめに向けた議論のためのたたき台（３）」

として、本部会での議論の対象となる論点の全体像を示しております。今後、中間試案を

作成した上で意見募集を行うという観点から、本文をどのような内容にしていくべきかを

中心に御議論いただければと思います。その上で、部会資料９は部会資料７及び８をベー

スにしておりますので、これらの資料からの変更点を中心に御説明いたします。 

  第１では、普通の方式におけるデジタル技術を活用した新たな遺言の方式の在り方につい

ての規律を提案しており、１では、デジタル技術を活用した新たな遺言の方式として、従

前の資料と同様、三つの案を記載しております。 

  まず、甲案では、遺言の全文等が文字情報として記録された電磁的記録によって遺言をす

ることとし、証人の立会い及び録音・録画を要件とする方式としております。部会資料７

からの主な変更点としては、本文の①、④及び⑤に関し、（注１）において、遺言者が自

ら入力して記録等をする必要はなく、遺言者の指示を受けた証人等の第三者が記録等をす

ることも許容されることを記載しています。なお、この点は乙案の（注１）及び丙案の

（注）において、それぞれ同様の記載をしております。また、甲案の本文の②では、遺言

者による遺言の全文の口述を要件としていますが、（注２）では、遺言者の負担等を考慮

し、遺言者が遺言の全文を口述することに代えて、遺言の趣旨を口述するものとする考え

方もあると記載しております。さらに、本文の⑤の結合について、（注５）では、ワード

文書に動画ファイルを挿入することなど、二つの電磁的記録が電磁的な方法により結合さ

れ一体となっていることを意味した表現としている旨記載しておりますが、そこまでは求

めず、単に二つの電磁的記録を「一体のもの」と表現し、一つのフォルダに二つの電磁的

記録を保存することで足りるとすることも考えられる旨を記載しております。 

  乙案では、遺言の全文等が文字情報として記録された電磁的記録によって遺言をすること

とし、公的機関が保管申請時の本人確認など真意性・真正性の担保等のための外形的な確

認、これを本人確認等といいますが、こうした本人確認等を行った上で保管することを要

件とする方式としております。部会資料７からの主な変更点として、③において、遺言者

が保管申請をするときは、遺言者が本人であることを明らかにするとともに、公的機関に
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提供した電磁的記録が自己の遺言に係るものである旨を申述することを求めていること、

（注３）において、本文記載の方法では遺言者の真意性・真正性の担保等が必ずしも十分

ではないと考える場合、真意性・真正性の担保等をより一層図る観点から、（ⅰ）から

（ⅲ）までのいずれかの方式要件を付加する考え方があることを記載しております。 

  丙案では、従前と同様、遺言の全文等が文字情報として記載された書面（プリントアウト

した書面）によって遺言をすることとし、公的機関が保管申請時の本人確認等を行った上

で保管することを要件とする方式としております。 

  （後注）では、甲案から丙案までのほかに、これまでの御議論を踏まえ考えられるものと

して、遺言の全文等が文字情報として記録された電磁的記録によって遺言をすることとし、

民間事業者が情報処理システムを用いて本人確認等を行うことを要件とする方式とする考

え方について記載しています。その具体的な内容としては、顔貌認証等の生体認証技術、

電子署名、録音・録画等のデジタル技術を複数活用した情報処理システムを用いて作成す

ることにより、オンラインで本人確認等をすることが考えられるところ、そのような方法

により遺言者が実質的に一人で作成することができることを想定しております。その上で、

作成した遺言に係る電磁的記録についても当該民間事業者において保管する規律を設ける

ことの要否や、監督官庁による民間事業者の監督の必要性等については引き続き検討する

ことを要することを現時点では記載しております。 

  補足説明につきましても、部会資料７からの変更点を中心に御紹介しますと、５ページの

１（３）では、録音・録画した電磁的記録自体を遺言とする案について本文で記載してい

ない理由のほか、本文の各案では、全文等が文字情報として記録又は記載されていれば足

り、ワープロソフト等を利用して全文等を入力するほか、デジタルタッチペンを利用して

全文等を入力する方式も許容されることになる旨記載しております。 

  ８ページ以降の３では、公的機関における本人確認等の在り方について記載しており、１

１ページの（４）では、遺言能力を有すべき時期について記載しております。乙案及び丙

案については、遺言は保管時に完成するとの考え方を採るため、そうであれば、保管時に

遺言能力を有している必要があると考えられます。そうすると、入力時には遺言能力があ

ったものの保管時には遺言能力を欠いている場合、当該遺言は無効となると考えられます

が、公的機関による保管申請時の本人確認等をもって真意性・真正性の担保等が図られる

のであるから、やむを得ないものと考えられる旨記載しております。 

  本文第１の１についての御説明は以上です。 

その上で、規制改革実施計画において、現行の自筆証書遺言と同程度の信頼性が確保さ

れる遺言を簡便に作成できることが求められていることを踏まえ、甲案、乙案、丙案、又

は（後注）を含めて、更なる検討があり得るかにつきましても、本日御意見を頂ければと

考えております。すなわち、これまでの御審議におきまして、信頼性、つまり真意性・真

正性の担保等が重要であることについて多く御意見を頂いております一方で、もう一方の

要請である簡便性、つまり遺言者にとっての利用しやすさ、作成のしやすさといった観点

からの御意見もあるところであり、利用しやすさ等の観点から、甲案、乙案若しくは丙案

について更なる工夫があり得るかどうか、又は（後注）のような考え方も含め、ほかに考

えられる案があるかなどにつきましても、更なる御意見を頂ければと存じます。 

  次に、２３ページ以降の２では、保管制度の在り方について記載しております。部会資料
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７からの主な変更点としては、（３）の指定者通知を本文に記載したこと、（注１）にお

いて、保管を行う公的機関として法務局とすることが考えられる旨を記載したこととなり

ます。 

  ２７ページの３では、日付について記載しております。表現を修正しておりますが、実質

的な内容に変更はございません。 

  ３１ページの４では、加除その他の変更、撤回について記載しております。（１）の加除

その他の変更については、表現を修正したのみで、実質的な内容に変更はありません。

（２）の撤回については、保管制度の対象としない場合、遺言を破棄することによる撤回

を認めないＡ案に関して、（注）では、証人による立会いの下の破棄など一定の場合に遺

言を破棄することによって撤回することを認める規律を設けるものとする考え方について

記載しております。また、保管制度に基づき保管される場合、保管の申請の撤回をした場

合には遺言を撤回したものとみなすとともに、当該遺言に係る情報を消去する旨の規律を

設けるものとするＣ案に関して、（注）では、裁判所から照会等があった場合に対応でき

るよう、撤回をしたときでも遺言に係る情報は消去しないものとする考え方について記載

しております。 

  あわせて、参考資料９についても簡単に御説明いたします。参考資料９は、これまでの会

議で各案を比較した分かりやすい表などがあれば望ましいとの御意見があったことを踏ま

えて作成したものです。内容としては、自筆証書遺言と本文１の各案について、作成方法、

作成場面のイメージ、主なメリット、デメリットを簡潔に記載したものですが、その内容

を含めて御意見をいただければと思います。 

  部会資料９の第１及び参考資料９についての御説明は以上となります。 

○大村部会長 どうもありがとうございました。ただいまの説明の第１の１の最後の部分につ

いてですけれども、簡便性の観点から更なる工夫があり得るどうか、更なる御意見をとい

う補足の説明がございました。私自身は、今回の資料の案は、部会における従来の議論状

況に照らしますと、委員、幹事の御意見の大勢に比べて、あるいは、おおよその意見の分

布状況に比べて、既に簡便性をより重視した案になっていると感じております。それでも

事務局としては、更に簡便な案があり得るのではないかという方向の御意見があれば是非

伺いたいということで、今回急遽このような形で皆さんにお尋ねをすることになったもの

と理解をしております。もちろん、より簡便な案で適切なものがあれば、是非伺いたいと

思いますが、他方、簡便性への配慮を勘案した上で現在の案になっているのではないか、

あるいは、従来の議論からすると、この案はむしろ行きすぎているのではないかという御

意見も当然あろうかと思います。そうした御意見も併せて伺いたいと考えております。こ

れらの様々な御意見を再度伺った上で先に進みたいというのが先ほどの御説明の趣旨であ

ろうと私は受け止めているところでございます。 

  以上、私の方から補足をさせていただきました。 

  ただいまの事務当局の御説明について、まず、何か質問があればお伺いしたいと思います。 

○小池委員 今の点ですけれども、より簡便な方式ということで、甲、乙、丙とは全く別のと

いうことを想定していらっしゃるようですけれども、例えば、甲のところで証人の要件を

より緩くすると、多分言われていたことに対応するのではないかと思いますので、無理に

別のことを考えて出すということだけではなくて、甲、乙、丙を更にもう少し簡便にして
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いくという方向も、先ほど部会長から、これでも簡便ではないかという御意見があったと

いうことですけれども、甲、乙、丙をより修正していくという形の対応もあり得るのでは

ないかと思いました。 

○大村部会長 ありがとうございます。御意見として承りました。もう今、御意見を頂きまし

たので、御質問と御意見を併せて、皆さんから御自由な御発言を頂きたいと思います。 

○隂山委員 隂山でございます。今回の新たな遺言の方式の在り方全般として、遺言者の最終

の意思を適切に執行することが重要であると考えるところ、遺言を発見することができる

環境がとても重要だと考えています。このような視点で、甲案から（後注）までにつき、

意見を述べさせていただきます。 

  まず、甲案につきまして、証人の氏名に加え住所も記録事項になっており、将来的な紛争

などが発生した場合の手掛かりが増えたのではないかと捉えています。もっとも相続人か

らすると、そもそも遺言の有無に関する手掛かりは少ないようにも思われます。また、遺

言者の所有する端末等に、甲案の方法によって作成された遺言が保存されている場合、端

末等がロックされていると、ロックを解除する作業等から検討しなければなりません。遺

言者の負担に加え、相続人の負担にも目を向けますと、円滑な相続手続を実現できるか、

引き続きの検討を要するように考えております。 

  乙案につきまして、③では、いわゆるｅＫＹＣの方法による本人確認についても検討の余

地があるという趣旨と理解しております。この点につき、８ページでは、同居の親族等が

遺言者の署名用電子証明書のパスワードを管理している実態も一定数あると想定されると

説明されており、実態としてはそのような想定ができるようにも思われます。他方で、マ

イナンバーカードによる身元確認保証レベルや当人認証保証レベルは最高レベルであると

位置付けられており、これからの社会全体のデジタル化を検討するに際して重要なインフ

ラであると理解をしています。マイナンバーカードの署名用電子証明書のパスワードの管

理については本人による厳格な管理が本来的な在り方であり、そのような意識が重要にな

るところ、直ちに妙案を持ち合わせているものではございませんけれども、説明において

多少の工夫が必要になるのではないかと感じました。 

  なお、８ページの下から４行目では、ウェブ会議等の画面越しの本人確認の方法が記載さ

れておりますが、この方法は現状の犯収法施行規則第６条第１項第１号ホの方法に近いも

のであると捉えております。非対面取引における本人特定事項の確認について、現在、犯

収法施行規則の改正に関するパブコメが実施されており、そこでは、ウェブ会議等の画面

に本人確認書類を提示させる方法は本人確認書類の偽造を見抜くことが困難であるという

観点から廃止する案が示されています。公的機関における本人確認等の在り方についても、

全体的な動向を踏まえて検討する必要があると考えています。 

  丙案につきまして、本年３月１０日より東京法務局において遺言書保管制度のオンライン

手続の試行が始まっていると存じます。オンライン手続がどの程度の範囲まで拡大するか、

現状分かりませんけれども、試行の範囲が拡大した場合、丙案において全文を自書した上

でオンラインの方法で保管申請した場合と、遺言書保管制度におけるオンライン手続との

差異が分かりにくくなるのではないかという印象を受けております。 

  最後に、（後注）ですが、部会資料７の（後注）では、乙案に関連してとされており、飽

くまでも公的機関が保管することを前提にしていたように捉えておりますけれども、部会
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資料９の（後注）では、民間事業者が情報処理システムを用いて本人確認等を行うことを

要件とする方式とした考え方とされており、乙案に関連したものというよりも、別案とい

う要素が強くなっているようにも思われます。 

  現時点での想定といたしまして、例えば２２ページにあるような、民間事業者が提供する

遺言作成アプリなどを活用しつつ、作成の過程においても本人確認を行い、そのまま民間

事業者が新たな方式の遺言の保管を行うことがイメージされているのでしょうか。 

  先ほど、規制改革の動向などを踏まえてということもございましたけれども、甲案から丙

案などをベースに、こちらを更に簡便化することができるか否かを検討しつつ、また、

（後注）のような考え方につきましても引き続き検討していきたいと考えております。 

○大村部会長 ありがとうございます。先ほど小池委員からは、甲案から丙案を見直すという

形で簡便性の要請にこたえていくということも考えられるのではないかという御発言があ

りました。隂山委員もある意味でそういった方向で、（後注）も含めてということでした

けれども、見ていく必要があるのではないかということだったかと思います。甲、乙、丙

について、それぞれ要件等の点をおっしゃっていただいたかと思いますけれども、丙案に

ついては現在の遺言書保管法とのすみ分けというか、その部分について明確にする必要が

あるのではないかという御指摘も頂いたところです。一つ御質問ということで、（後注）

の位置付けについて、従前は言わば乙案のバリエーションというような形の位置付けにな

っていたけれども、今回の案はどうなのかという御趣旨の御質問だったかと思いますが、

これについてお答えを頂ければと思います。 

○齊藤幹事 齊藤でございます。確かに今回の（後注）は、三つの案に並べての（後注）にな

っておりますので、そういう意味では立て付けには御指摘の性格があるかなと考えており

ます。ただ、それも含めまして、（後注）のような案が今後あり得るのか、それについて

どの程度の記載を残していくのがよいのかについても、この際、御意見いただければと考

えております。 

○大村部会長 ありがとうございます。 

  そのほか、いかがでしょうか。 

○倉持幹事 今話題に挙がっている（後注）についてですけれども、これは狙いとして、証人

も不要とし、公的機関の届出も不要とし、という方向性ができるかどうかということです

けれども、二点質問がございます。 

  まず、民間事業者ということですけれども、これについてはどのような事業者なのでしょ

うか。弁護士会の議論でも、終活事業者は信頼できるのかどうかという相談が弁護士に来

たりというのもあり、不動産業者もできてしまうのかなどの様々な懸念もありまして、こ

の事業者のイメージを法務省の方で持たれているのかどうか。事前レクの際には、商法の

船荷証券で電子化がされているので、それも参考にしているみたいなお話は頂いたのです

が、これはまだ要綱案であり、法務省令の定めるところによりというものしかなくて、具

体的なイメージが持てないというのがございます。既に始まっている制度の中だと、例え

ば、これは少し違うのかもしれませんが、手形の電子化について、電子記録債権法におけ

る電子債権記録機関のようなものをイメージされているのかどうかということもお聞きし

たいと思っております。 

  さらに、どういう民間事業者であるかについては、アメリカの制度について第６回の部会
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で常岡先生からヒアリングで御指摘いただいた適格保管者という制度があったかと思いま

すけれども、こういうものもイメージされているのか、イメージしているとして、アメリ

カの適格保管者というのは実例として、例えばどんな会社がどうやっているのかとか、そ

の辺がイメージできる何か具体例があるのかどうかをお聞きしたいと考えております。 

  ２点目は、このような事業者が何を行うのかということについてです。本人確認等とあり

ますが、本人確認だけではなくて、遺言の特性から来るところの真意性の確保ということ

も含む趣旨かと思いますが、今挙げた船荷証券であったり手形の電子化については、本人

確認はするのでしょうけれども、真意性という観点はなくて、これは新たな取組になるの

かなと思いますけれども、これについてはどのようなことを考えているのか。（後注）の

記載からすると、情報処理システムとして複数のものを兼ね合わせるということですが、

これを実際にやろうとすると多額の費用が掛かって、それなりの資金力があるところでな

いとできないものを想定されているのかどうなのか、そういった観点からも御質問したい

と思います。 

  それに関連して、真意性の審査ということになると、本人確認の一義的なものではなくて、

後日このような遺言が本人の真意に基づくかどうかについて将来、紛争の対象になるのか

どうかみたいな将来予測、法律上の紛争に関する判断みたいな要素も何か出てくるのかな

という気もして、そうだとすると、内容次第では非弁行為との関係が若干気になるもので

すから、もちろんそういう方向での制度は考えていらっしゃらないとは思うのですけれど

も、具体的に何をするのかについては、弁護士会としても関心があるところなので、質問

させていただきたいと思っております。 

○大村部会長 ありがとうございます。倉持幹事からは、（後注）について、制度のイメージ

あるいは本人確認等の「等」というところで、真意性について何をしようと考えているの

かといったことについて御質問がありましたので、これもお答えを頂ければと思います。 

○齊藤幹事 まず、どのような事業者か、信頼できるところなのか、どんな主体を念頭に置い

ているのかという点につきましては、まずは資料にお書きした限度であり、そこからの具

体化を端的にお示しする状況では今はないと理解しております。例えば、言及のあったよ

うな電子債権記録機関は、これはその幅の中でも一番重たいイメージに近いと思っており

まして、そうであれば、しっかり監督をして認定をしてというような仕組みになるのが通

常、親和的な在り方かなと思っております。他方で、単純な機械的な本人確認、これを技

術をもって行うということであれば、より軽い、一番軽いような在り方で、そこでは実体

的な判断や真意性の確認を行うということも想定しないのであれば、非常に軽い在り方に

なるのかなと思っております。やはり法制的にも、あるいは費用的にも、かなりコストや

手間等の問題があるかと思いますので、現状これまで頂いた御意見を基に、どんな現実的

な方向性があるのかないのかは、少し次回に向けて検討したいと考えております。その中

では当然、弁護士法を含め、既存の法令との兼ね合いはクリアしなければならないと思っ

ております。 

○相原委員 相原でございます。今の質問と少し重なるのかなと思いつつ、やはり民間事業者

を使っての簡便な制度を構築するということであるとすれば、いわゆる継続性の問題、そ

れから監督の問題、それから、民間事業者が何をするのかという視点をある程度考えてお

かなければ、意見を聴くことは無理だろうと思うわけです。 
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  民間事業者を使って簡単に自筆証書遺言と同じぐらいにできますと言われて、抽象的だと

すれば、それはいいのかな、みたいについ思ってしまいがちですけれども、民間事業者と

いっても営利団体なのか、公益的な法人も想定するのか、弁護士会とか、ほかの士業的な

団体の可能性があるのか、ないのか。多分ソフトの関係ではなかなか対応できないだろう

なと思うわけなのですけれども、それで、個人というのは永続性の観点からは、事業者と

いう形にはならないのかなと一方的に思った次第です。もし何かここら辺のところで、

（後注）に書かれている以上のことはありませんとおっしゃることなので、質問しても、

検討事項ですという回答かもしれませんけれども、何か分かれば教えていただきたいとい

うことです。 

  それからあと、簡便といっても保管制度、それから証人となると、甲と、それから乙、丙

とすると、やはり人間が登場するシステムかと思うのです。証人だとすれば、口授してい

るところを横で立ち会うと。ですから、法務局もどこまで関わるか分からないですけれど

も、少なくとも生身の法務局の方がチェックすると。民間事業者がやるといっても、先ほ

どから本人確認と言いますけれども、それはクリック、クリック、それで、映像が出てき

て、合致する、それで進むみたいなので、特段事業者の誰かが関わる、そういうものでは

ないということなのでしょうか。そこのところだけ、民間事業者がやるといっても、いわ

ゆるソフトで、特にこれから先、ＡＩみたいなのが進んでくると、もうそこに入り込んで

クリック、クリックして、マイナンバーカードの画面が出て、何とかですかで、はいとか

言ったら、それで進むみたいな、証人レベルのアナログなものが一切関与しない簡易なや

り方みたいなのが想定されているのかどうか、そこだけ教えていただければと思いました。 

  それとあと最後に、ヒアリングのときに、フランスかどこかの公証人がフォームを提供し

てそれに関わる、だけれども実際のところは本人が自筆で書いて、最後、公証人の方は遺

言執行者みたいな形で進んでいくと御説明があったかと思うのですけれども、民間事業者

が関わるとすれば、通常は遺言執行者になりたいよなと想像されるわけなのですけれども、

そういう制度で、費用的にも安く上がりますよみたいな流れに、もしなるとすれば、そう

いうふうに進んでいくのではないかと想像されたものですから、そこら辺について何かお

考えがあれば、教えてください。 

○大村部会長 ありがとうございます。相原委員からも御質問を頂きました。これも一言で言

ってしまうと、やはり制度のイメージについてということで、民間事業者ということであ

ると幾つかの要請があるのではないか、それを満たすものとしてどんなものが考えられる

のか、あるいは事業者が関わるというのだけれども、その関わり方はどうなのか。あるい

は、先ほども外国法についての言及がありましたけれども、他国で行われているような制

度との関連付けではどうなのかといったことについてお尋ねがあったかと思います。よろ

しくお願いします。 

○齊藤幹事 可能な範囲でお答えを差し上げたいと思います。まず、信頼できるものなのかど

うか、あるいは個人では永続性が保てないのではないか、そういったものはもう全て、仮

に民間事業者が一部でも遺言の作成に関わるとすれば、必要な要件、要素の一つになって

くるかと思っておりますので、その範囲の中で具体化できるものがあるかどうかというこ

とになるかなと思っております。 

  それから、公的機関や証人という意味では、生身の人間が関わるのと比べて、デジタル的
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な、技術的なものだけで進むイメージなのかという御質問もございまして、ここについて

はどちらかというと、人が関わるイメージもあり得るかとは思いますが、ただ、そこは技

術を求めて民間の技術を用いるということであれば、どちらかというとアナログな人によ

る確認という要素からは遠いものがイメージされているのかなと、表現できているかどう

かは別として、思っております。 

  それから、最後の外国法との比較については、そういった業者では遺言執行者も担当した

がるのではないかとか、そういうこともあり得るので、それも検討した上で適否を考えな

ければいけないと思いますし、逆に極端な例から言うと、何か病理現象というか、好まし

からざる業者の介入を招くような余地のある仕組みというのは、もちろん排除しなければ

ならないと思っております。 

  抽象的な状況で恐縮ですが、以上です。 

○大村部会長 ありがとうございます。 

  ほかにはいかがでしょうか。 

○齊木委員 いつもながら世間の流れにさおを差すようで恐縮ですが、私は国民の皆さんが遺

言を作成する目的は、簡便なものを作りたいということではないと考えております。皆さ

ん、やはりこのまま遺言を作らないでおいたら自分の死後、何か争いとか財産的な問題が

生ずるのではないか、その紛争を予防したいと、そういう意図から遺言を作るというのが

ほとんどではないかと思っております。もしそういう遺言者の方の目的にこたえるのであ

れば、紛争を防止できる方式を考えなければ、それはユーザーのニーズに合っていない。

規制改革推進会議の人たちはお若い方が多いので、実際のユーザーとは乖離しているので

はないかと私は思っています。 

  実際のユーザーはどうなっているかと申しますと、最初に御説明申し上げましたように、

公正証書では８０代が中心です。８０代の方というのはどういう方かというと、判断能力

が少しずつ衰える時期です。かつ、人に影響されやすくなってくる年代です。公正証書遺

言を手配するのは、実は御本人の場合もありますけれども、半分より上は財産をもらう人、

遺言を作成してもらう人が弁護士さん、司法書士さん、行政書士さん、各種団体、会社も

ありますけれども、そういうところに依頼してコーディネートをするということが多いの

です。そういう実態を踏まえると、本当にその方の真意なのかをきちんと確認しなければ

適切な遺言というのはできないし、本当の意味での紛争の予防はできないと私どもは考え

ています。 

  真意の確認の方法について、これまでどういう議論がされたのかというのをほかの分野で

も見てみますと、例えば、今、保証意思宣明公正証書では、連帯保証するには保証意思を

確認しろということになっています。実はこれについては、公証人法でデジタルでウェブ

会議でできるのに、これだけは除外しろと日弁連から強い申出があって、除外されていま

す。その理由は、ウェブである場合には真意が十分確認できない。それはなぜかというと、

債権者の影響下に置かれてウェブにつながるかもしれないからです。つまり、その発言な

り意思を表明するときに、ほかの人からの不当な影響を受けないような環境でやらなけれ

ば、真意は確認できないというのが一般的な理解だろうと思います。そのために、公正証

書はリモートでも作れるようになったのに、遺言については、これは非常に慎重に対応し

ろと、原則として駄目だというのが日弁連、司法書士会、行政書士会からの一致した意見
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であります。有識者会議も出ています。このように、不当な影響のないところで本人の意

思を確認する必要がある。しかも、裁判例によると、公正証書遺言でもいきなり本文を公

証人が読み上げて、はいと言っただけでは駄目だという判例があります。無効にされてお

ります。つまり、本人とのキャッチボールがきちんとできないと駄目だというのが真意の

確認だというのが裁判例であります。 

  ところで、現在出ている甲、乙、丙案は、これらの真意性の確認について十分な配慮が全

くなされておりません。したがって、私としては賛成できるものがないというのが率直な

意見でございます。より簡便にとおっしゃいますけれども、やはり事後の紛争を巻き起こ

す、紛争が起きたときに、きちんとした遺言であるということが立証できない方式であれ

ば遺言を作る目的が達成されない、このように考えております。 

  もう一つ、簡便性について申し上げると、実は何が簡便かは人によって異なるということ

を御理解いただきたいと思います。以前、参考人からの御説明がありましたように、確定

申告で７割の方が電子署名をしております。実は私の家族は全員電子署名できますし、う

ちの役場ももちろん全員できます。でも、ここでの議論を聞いてみると、電子署名なんて

要求したらすごく重いものになって簡便ではないとおっしゃるのだけれども、それは本当

ですかと、世間の７割の人が確定申告で使っているときに、それが簡便でないというのは

本当ですか、世間の実態とずれていませんかと思います。 

  私の意見としては以上です。 

○大村部会長 ありがとうございます。齊木委員からは、簡便性ということではなくて紛争予

防ということがより重要なのではないか、保証における真意確認の方法等と絡める形で御

意見を頂きました。また、簡便性の中身について考え直す必要があるのではないかという

御指摘を頂きました。それから、甲から丙については、どれにも賛成できないという御意

見を頂きました。そういうことでしたね。 

○齊木委員 もっと細かく言いますと、甲については偽造防止の措置ができていないですね。

もっと具体的に、このやり方でどういうことが起きるかというと、遺言者が遺言書をワー

ドで作って、ビデオを録画させる。だけれども、亡くなった後に誰かがそのビデオを少し

細工して入れ替えたり、例えば、財産を長男にはこれこれ、二男にはこれこれ、三男には

これこれと与えているところの、その一部の画像のデータを入れ替えるだけで、長男、二

男、三男に与えるものを簡単に変えることができるのですね。ワードももちろん変えるこ

とができます。ワードにはタイムスタンプがありますけれども、今はタイムスタンプを変

更するアプリが普通に検索すれば出てくるのですね。だから、そんな偽造の防止の措置が

全くない、非常に危険な案ではないかと思っております、甲案で。 

  乙案と丙案は、真意性の確認をどうやってやるのだろうと。ちらちら見ると（注）の辺り

にウェブだという話が出てきますけれども、ウェブでは真意は十分確認できないというの

がこれまでの議論ではなかったのか、法務省はいつから変わったのかと私は思います。 

○大村部会長 ありがとうございます。甲案と、それから乙、丙案のそれぞれについて、御疑

問の点を具体的に御指摘を頂いたと受け止めました。 

○戸田委員 ありがとうございます。今の齊木先生の話とも関連するのですけれども、参考資

料９の比較表において、乙案、丙案のデメリットということで、「自筆証書遺言と対比す

れば、遺言者が十分に理解しないまま真意に基づかない内容の遺言を作成する危険性があ
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る」ということで、自筆証書遺言と対比して真意性が劣るような書き方になっているので

すけれども、これは特段、自筆証書遺言と大きな違いはないのではないかと思います。出

来上がった遺言自体に真意性があるかという観点で行きますと、今おっしゃったような偽

造、変造が容易な紙の遺言に比べて、乙案、丙案、これは同等ではないかと思います。特

に紙の場合は、本文が不当な威圧によって作成されたものかどうかというのは判定できな

いし、最近ではＡＩを使って本人の筆圧、筆跡、これを全く同じレベルで手書き文書を作

るといったことも可能になっておりますので、形式的に名前だけ署名した可能性も否定で

きないということになりますと、大きな差はないのではないかと思います。 

  一方、乙案、丙案で本人確認を行う点について、この場合、通常であればマイナンバーカ

ードの電子署名、それからチップ内の顔画像との照合、これをやるというのが一般的では

ないかと思います。そういったことを遺言書保管官の方の面前で行ったということであれ

ば、一定の真意性を担保できるというようなこともあり得るのではないかということで、

比較表の表現としては少し見直していただいた方がいいのではないかと思いました。 

  それから、簡便性に関してなのですけれども、遺言作成で負担の大きい、特に遺産の正確

な把握であるとか、記述であるとか、それから、争いを生じさせないような適切な配分案、

これに関してはいろいろな不動産、税の知識が必要になるということで、こういったもの

を考案する上でのサポートであるとか、あるいは、資産が遺言作成後に変動が起きたとき

に修正等のアドバイスを行うとか、こういったことが考えられると思います。こういった

ものはアプリとかオンラインサービス、いろいろな民間サービス等で実現可能だと思いま

すので、これらを活用して出来上がったものを一連の手続の中でオンラインで保管できる

ようになれば、十分簡便なのではないかと思います。そういったことが可能な今回の記述

になっておりますので、これ以上特段、簡便さを追求する必要もないのではないかと思い

ました。 

○大村部会長 ありがとうございます。戸田委員からは、乙案、丙案について、自筆証書遺言

とそれほど違わないのではないかということで、そういう前提で資料等を整える必要があ

るのではないかという御指摘、御意見を頂きました。それから、簡便性についてはアプリ

とかオンラインとかというようなことで一定程度のものが図れるということで、現在の資

料の書きぶりでよいのではないかという御意見として承りました。 

  ほかにはいかがですか。 

○齊木委員 戸田委員にお尋ねしたいのですけれども、この乙案、丙案の（注１）には、遺言

者の指示を受けた第三者が記録してもいいとなっているのですが、戸田委員はこれはどう

お考えでございますか。自筆証書遺言は自分で全文記載しなければいけないのです、第三

者に記載させてはいけないのですけれども、これは（注１）と同じお考えでいらっしゃる

のでしょうか。 

○大村部会長 戸田委員、もしお答えいただけるようであれば。 

○戸田委員 （注１）の理解としましては、遺言者の指示を受けた第三者が記録するというの

は、これは記録についてのことをおっしゃっているのではないのでしょうか。 

○齊木委員 いえ、乙案の①を御覧いただくと、遺言の全文及び氏名を記録と書いてあります。

その記録を指していると承りますけれども。 

○大村部会長 どういう趣旨なのかを確認した方がいいですかね。事務当局の方から、ここの
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趣旨について、まず補足の説明をお願いします。 

○齊藤幹事 乙案の（注１）、それから丙案の（注）には、遺言者の指示を受けた第三者が全

文を記録、記載することも許容されることを前提としているという記載がございます。こ

れは、齊木委員がおっしゃるとおり、自筆証書遺言では本人自ら筆を走らせるのが要件で

あるのと比較して、それを要件とはしないということをあえて乙、丙では明示しています。

これは、デジタル化の世界になって、やはり遺言者本人による全文入力はなかなかハード

ルが高いということも議論の中で何度も出てくる御指摘ではあり、そこを踏まえたものと

いうことになります。 

  そういう意味で、入力というか本文を作成する場面においては、本人の関与というのは自

筆相当ではないところはあるのかなというのが資料を作成した側の整理でございます。他

方で乙、丙案は、別の場面、別の観点から本人の関与を確保するという思想という気がし

ますので、そういう意味では、戸田委員がおっしゃったように、技術的なものを活用して、

電子署名あるいは顔認証等を掛けながら、手続に御本人自らが関与しているということを

もって御本人の真意の確認ができているのではないか、こういう御趣旨かなと私の方では

理解いたしました。 

  理解がもし誤っていれば、また補足いただきたいと思うのですが、お二方の御意見は少し

場面が違うというか、齊木委員の御発言は、やはり入力の場面において、自ら本文を表現

することをしっかり重視されている印象を持ちましたし、戸田委員の方からは、本人の関

与を技術的な観点からしっかり確認できれば一定程度、真意が担保できるのではないかと

いうことで、別のお考えをそれぞれ述べられたのかなという理解でございます。 

○戸田委員 ありがとうございます。私も今おっしゃったような趣旨で合っていました。実際

の作成自体は、例えばＡＩを使って作らせて、コピペするといった方が本人の真意をより

的確に表現できるといったような可能性もありますので、そこについては手書きである必

要はないのではないかとは思います。手書きとコピペの研究というのは最近はよくやられ

ているのですけれども、記憶の定着力みたいなところは手書きの方が優れるというような

ことがあるのですが、真意であるかどうかについての研究というのは特段、私の調べた限

りでは、ありませんので、出来上がった結果の遺言自体が本人の本当に希望するところを

表現できるかどうかについては、いろいろな技術に特化したさまざまなサポートを受けて

作成するといった方が、より確実になる可能性もありますので、そこについては特段、こ

うしなければいけないというような規定は特に考えとしては持っておりません。 

○大村部会長 ありがとうございます。齊藤幹事からの御説明で、この資料の趣旨は明らかに

していただいたかと思います。その上で、戸田委員の御意見というのは、全体として自筆

相当ということが確保できるのではないか、こういったお考えなのだろうと思います。こ

れに対して、齊木委員は、それはそうでなかろうというお立場なのではないかと思って伺

っております。 

  ほかにはいかがでしょうか。 

○隂山委員 隂山でございます。先ほど齊木先生から御指摘がございました、甲案において偽

造防止ができていないのではないかという御指摘、現状の案では恐らくそのとおりなのだ

ろうと考えております。それを防ぐ方策といたしましては、先ほどから出ております電子

署名技術を活用していくという方法があるように捉えています。また、御発言がありまし
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たタイムスタンプ、恐らくこれはワードなどのプロパティー上に表示される時刻を変える

ことについては無償のアプリなどでも容易にすることができるという御趣旨かと思います

けれども、３０ページの（注１）などに書かれております時刻認証局が発行する時刻証明

情報、公開鍵暗号方式を用いて電子署名と同様の技術で時刻をしっかりと認証するような

タイムスタンプが付与されている場合には、プロパティー上の時刻をずらすことができた

としても、そのデジタルデータに関する時刻証明、存在証明につきましては確保すること

ができるかと考えております。 

  また、電子署名、先ほど齊木先生から、税務申告につきまして多くの方が電子署名を付与

しており、さほど負担はないという御趣旨の御発言もあり、私自身も、電子署名につきま

しては現状、スマートフォンなどがあれば付すことができるものですから、過度な負担に

はならないのではないかと考えている一方、タイムスタンプにつきましては、マイナンバ

ーカードのように無償で付与することができるという性質でもなく、従量課金という性質

もございますし、また、一定期間が経過する際にはアーカイブタイムスタンプを付与して

いかなければならないのではないかといった課題もあるものですから、遺言者本人がタイ

ムスタンプを付すことに関しては、その辺りを含めて、これが負担となり得るかどうかと

いう観点からの検討が必要ではないかと理解をしております。 

○大村部会長 ありがとうございます。先ほど齊木委員から、甲案については偽造の防止につ

いての配慮が足らないという御指摘がありましたが、隂山委員の方からは、確かに現状で

はそうであるけれども、タイムスタンプについて別の方策をとれば対応できるのではない

か、ただ、コストとか負担の面でそれは問題になるので、簡易かどうかというところとの

バランスというのを考えなければいけない、こういう御指摘を頂いたかと思います。 

○齊木委員 隂山先生がおっしゃるような本格的なタイムスタンプの場合には、おっしゃると

おりになりますけれども、恐らく簡便性だと、もう少し一般に使われているソフトで簡単

に偽造防止の措置をするためには、アドビアクロバットプロで、封筒に入れるように必要

なファイルを入れて、外側に電子署名をすると、それで偽造防止の措置ができるのです。

あのソフトは司法書士さん、行政書士さんだと、大概の人は日頃の仕事に使っておられる

し、公証人も実は使っておられて、それほど難しい操作ではないのではないかと実は私ど

もは思っていて、甲案は証人を誰かに頼むわけでございますけれども、大体頼む先として

は銀行さんか士業者になると思うのですね。そういうところは全部そういう措置が実は簡

単にできるようなところなので、そういう措置を入れたからといって実質的な負担増には

ならないだろうと私は思います。慣れているところが証人になるわけですから、そのよう

に考えます。 

○大村部会長 ありがとうございます。齊木委員のおっしゃったのは、隂山委員がおっしゃっ

たような徹底したやり方でない中間的な方策があって、それならば協力者がいればそれほ

ど負担にならないのではないか、こういう御趣旨の御発言だったかと思います。いずれし

ても偽造防止について何らかの対応をする必要があるのではないかという点では、共通の

御意見を頂いたと受け止めました。 

  ほかにはいかがでしょうか。 

○中原幹事 今回、簡便性とか利便性という観点が事務局の方から強調されていて、何か工夫

が考えられないかということなのですけれども、今まで御指摘もあったとおり、前提とし
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て、どこまで簡単であれば簡便性、利便性の要請が満たされるのかということがよく分か

らないということがあって、恐らく皆さんも困惑されているのではないかと思います。 

  確かに、真意性とか真正性の確保というような信頼性の観点からこれまで議論をしてきた

わけですけれども、それは民法の考え方からすると遺言の性質上、当然のことであるのか

なと思います。その制約の中でも簡便性、利便性を向上させる方法があるということは、

この部会資料の中でも織り込まれていて、私自身は特に甲案ですね、甲案そのものがいい

かどうかという問題は今、齊木委員と隂山委員の間でお話があったところですが、甲案に

おけるウェブ会議の方法の使用の可否というのは重要な問題なのではないかと感じていま

す。 

  本人と証人が対面していなくてよいというのであれば、正にコロナ禍のリモート会議の定

着によって多くの人が使えるようになった方法、具体的には、ウェブ会議を立ち上げて、

画面共有で文書を見せて、会議参加者のやり取りを録画記録に収めて、そのファイルをダ

ウンロードするというような方法を使って遺言をするということができることになって、

甲案の利便性というのが多分ぐっと上がるのだと思うのです。特に、低い年齢層にとって

の負担感は相当に減ると思います。 

  ただ、そういうふうな簡便性の点から魅力的な選択肢である反面、１４ページの下の方に

書かれていますが、特に公正証書遺言あるいは公証人との比較で、ここでの証人というの

が全くの素人であってもよい、第三者からの不当な働き掛けの排除が難しいと。私はもう

このことで尽きているようにも思うのですけれども、ただ、あえて簡便性を追求する方向

で論じるのであれば、甲案というのは自筆証書遺言の代替であって、自筆証書遺言の場合

は第三者の不当な働き掛けがあったかどうかというのはそもそもチェックできない、それ

よりは録画記録も要求されているのだから、その点は大きな問題ではないのだとか、私自

身はこの理屈には別に賛成しているわけではないですけれども、そういった形で論じてい

く方がこれまでの議論との整合性がとれるのではないかと思います。 

  冒頭で小池委員が指摘された点に関わりますけれども、要するに、簡便性、利便性の向上

を考えるのであれば、今までの部会資料にもその種というのはある。具体的には諸々のオ

ンライン化、手続のオンライン化ですね。新しいものを急に付け加えてというような話よ

りは、そのオンライン化についてどういうふうに考えるのかについて、必ずしも今の部会

資料ははっきりしない。そういうことも考えられるとなっているだけで、そこで簡便性、

利便性を更にというようなことを考えようとしても、空回りになるのではないかと思いま

す。そういったことを丁寧に一つ一つ検証していくのがよいのではないかと。それによっ

て最終的に出来上がったものが全く簡便だとはいえなかったとしても、それこそきちんと

した検討を通じてこういうふうな結論になったというような理屈が立つのではないかと思

いました。 

  あともう１点、３ページに（後注）が付け加わっているのですが、隂山委員から指摘があ

りましたけれども、私は部会資料７からの大きな変更だと思っていて、部会資料７では乙

案に関連した（後注）があり、それは今回、乙案の（注２）に移動されていますので、今

回の（後注）は純粋に付け加わっている感じがします。 

  民間事業者を使った仕組みだということなのですけれども、仮にそれを考えるのであれば、

２１ページから２３ページに書かれているようなことは確かに問われてくるのだと思いま
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す。ただ、一つには、確かに第４回で事業者のヒアリングはしたのだけれども、具体的な

仕組みを提示していただいたのは確かその１社だと思いますので、民間事業者を使った仕

組みのイメージが我々の中で出来上がっていないのではないか。それから、もう一つには、

民間事業者を使った仕組みを許容すると言った場合に何が論点となってくるのか、何を論

点とすべきなのかということ自体が我々の中で十分に議論、共有されていないのではない

かなということが気に掛かります。 

  私は民事判決情報のデータベース化の検討に関わったことがありますけれども、そこでは

基幹データベースの担い手となる情報管理機関、これは裁判所から民事判決情報を得て、

仮名化を施して、それをデータベース化するという機関でありますけれども、その機関に

要求される事柄、それに対する監督の在り方等について、かなり長い時間を掛けて議論し

たと記憶しています。問題となっている事項は全然違いますけれども、この遺言の文脈で

出てくる民間事業者というのは、遺言という非常に重要な法律行為の作成に直接関わるわ

けですね。遺言の有効、無効を決定的に左右するというような重要な役割を担うわけであ

りまして、例えば簡単に潰れてしまっては困るし、情報が漏れるようなことがあってもい

けないし、その意味で何らかの意味での監督は必須であると思われるけれども、どのよう

な点でどのようにそれを行うのかというのはいろいろあり得る。そう簡単な話ではなくて、

必要ならば我々のような民法以外の分野の方にも参加していただくというような検討をす

る必要があるのだと思います。 

  また、仮にこれが可能になれば、民間事業者はある意味、躍起になっていろいろなサービ

スを提供しようと考えるものと思われますけれども、その中で何が最低限必要かとか、デ

ジタル技術が確実に日々進化していく中でどのように仕様を定義するのか、何をどこまで

要求してコントロールするのかとか、様々な実体的な、あるいは技術的な問題があるのだ

と思います。こういった事柄について検討してみる価値は大いにあるのだとは思いますけ

れども、その一方で、それをこれからやるのは相当に大変なので、もし確実にそれを行う

ことができないということなのであれば、（後注）という形でも、余り期待を持たせる書

き方はしない方がいいのではないかというような印象を率直に持っております。 

○大村部会長 ありがとうございます。中原幹事からは、ある意味では表裏一体を成す二つの

御意見を頂戴したかと思います。一つは、最初に小池委員からの御発言にあったところで

もありますけれども、甲案から丙案までの案の検討をこれまで行ってきたわけですが、民

法の制度としての遺言制度の中に何を取り込み得るのかということで私たちは考えてきた

のではないか、そういうものとして甲案から丙案というのはできている、その中で足らな

いものがあるとしたら、オンライン化、ウェブ会議等々の利用というものをどのぐらい図

るのか、そこを詰めていくという方向で考えるべきではないかというのが一つ目の御意見

だったかと思います。それから他方で、（後注）については位置付けが変わったのではな

いか、これは先ほども御指摘があったところなのですけれども、それはさて置いて、こう

いうものを考えるための議論がこれまでに十分にされているかというと、されていないの

ではないか、もちろんこれからすることはできる、不可能ではないわけですけれども、果

たして本当にできるのだろうか、そう考えたときに、（後注）のようなものを現在のよう

な形で出しておくということがどんな意味を持つのかということも考える必要があるので

はないか。これは先ほど相原委員もおっしゃったところで、バラ色のものが書かれている
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と、皆さんがこれがいいと思うかもしれないけれども、結局やってみるとそれは無理だと

いうことになりやしまいか、こういう御発言だったかと思います。ありがとうございます。 

○冨田委員 冨田でございます。ほかの委員の先生方の御指摘とかぶる点もあるかと思います

が、まず、今回のお示しいただきました甲、乙、丙の３案については、従前の議論を踏ま

えた整理がなされておりまして、デジタル技術を活用した遺言の真意性・真正性を確保し、

安定的で信頼性のある制度にするための厳密な考慮がなされていると思います。こうした

考慮は不可欠だということは理解はしておりますが、これまでも申し上げておりましたよ

うに、今回の議論の出発点がデジタル技術を活用して遺言を簡便に作成できる方式を設け

るという点にありましたので、今のままであると誰もが使いやすいものとは言いづらいの

ではないかと感じてございます。真意性・真正性を確保しつつも、国民が易しく理解でき、

実際に使える簡便さを持ち合わせたバランスのよい方式、こうしたものを追求する観点か

ら、もう少し要件を緩やかにできるところはないのか、今一度検討を深めていく必要もあ

るかと思いましたので、意見をさせていただきました。よろしくお願いいたします。 

○大村部会長 ありがとうございます。甲案から丙案につきまして、これまで検討してまいり

ましたけれども、今のままではやはり誰もが使えるものとは言いにくいのではないか、も

う少し要件を緩めるというようなことも検討すべきではないか、こういう御意見を頂戴い

たしました。 

  ほかにはいかがでしょうか。 

○谷口委員 谷口です。大分議論が出ています３ページの（後注）のところです。私自身は、

何度か出ましたけれども、去年の三菱ＵＦＪ信託さんなどの御説明のときの、あのパター

ンをイメージして読みました。これを甲、乙、丙それぞれにどう関与させていくかという

こともあり得ると思うので、やはりパターンを示さないとなかなか、あの三菱ＵＦＪ信託

さんのパターンなのかとかというところを、それぞれ項目を決めて整理して出していただ

く、今回の参考資料９で出していただいたように、出していただければよいのではないか

と。 

  その中には、御意見が既にあったところですが、遺言ですので、その永続性、持続性とか

という項目は必ず必要だと思いますし、私自身の意見としては、実現性の方もきちんと見

ていただきたいということです。簡便に使える遺言というのは、作れるだけの遺言だと意

味がないので、ということは何度か申し上げますけれども、実現できるということ、今の

自筆証書遺言も、各種アンケートでは公正証書遺言よりもたくさん作られているはずで、

それが実際の検認は２万件もない、その中で、検認されても実際に執行完了しているもの

はもっと少ないはずで、そこをたくさん作っても、何のためにやっているのかということ

にはなるかと思います。そういった項目も踏まえて（後注）を整理して、有効なものは採

用すべしということも考えてもよいのではないかと考えます。 

○大村部会長 ありがとうございます。（後注）について、もう少し具体的な整理が必要なの

ではないかというのが大きな方向の御意見なのかなと思って伺いました。あわせて、簡便

さということが今追求されているのですけれども、実現可能性というのがそれと並んで非

常に重要な要素なのではないかという御指摘を頂きました。これは最初の方で、隂山委員

だったでしょうか、発見できる環境を整えておかなければいけないといったお話がありま

したけれども、そこから始まって最後、執行まで一貫して行けるのかということを考える
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必要があるだろうという御指摘として承りました。 

  ほかはいかがでしょうか。 

○小池委員 少し感想っぽい話になってしまうのですけれども、甲案で証人というのは一般的

な縛り、欠格事由しかないのでしょうけれども、これを（後注）の民間業者みたいのがや

って、その民間業者が遺言作成アプリとかいうのをオンラインで提供して、甲案の①、②、

③、④を全部クリアしていくというのはあり得ますよねということで、先ほど中原先生の

方から、前は乙案の（注）の形で（後注）があったのだけれども、それが乙案の現在だと

（注２）の方に吸収されて、（後注）が独り立ちしているというような印象だということ

だったのですけれども、現状でも（後注）がなくても、甲案にこういう（後注）的なもの

が入る余地が今だとあるのではないかという気がしたのですけれども、その点はどうなの

でしょうかということです。 

○大村部会長 ありがとうございます。（後注）の位置付けについて複数の委員、幹事から御

発言がありましたけれども、甲案の中に（後注）のような技術というものを組み込む、具

体的には、証人がそれを用いてといったことは考えられないのだろうかという御指摘を頂

きました。御質問ということだったですかね。 

○齊藤幹事 甲案は甲案で、これを満たせば要件としては完結しているということですので、

そこに証人としてどういう方が入ってくるかも、欠格事由に該当しないということであれ

ば、一般的にはあり得るということは言えるのかなということは考えております。 

○大村部会長 よろしいですかね。方向性としては、小池委員は甲案の中で考えていった方が

いいという趣旨でしょうか。 

○小池委員 積極的にではないですけれども、放っておいても甲案の中でそういうのが出てく

るのではないか、民間業者がやりますと言ってきてしまったら防ぎようがないような気は

したのですけれども。 

○大村部会長 ありがとうございます。 

○水口委員 専ら執行を受ける立場の金融機関としてからで、過去の意見からの繰り返しにな

りますが、やはり第三者によるチェックという観点から考えますと、遺言作成からのタイ

ムラグだとか、遺言作成者が御存命かどうかといった違い目から、やはり検認制度より保

管制度を前提とした方が法的には安定的なのではないかと考えてはおります。 

  甲案につきましては、これは今回も書いていただいておりますが、金融機関に録音・録画

を確認する必要が生じるというような議論が避けられないのであれば、実務上は困難を伴

うということは申し上げてまいりましたので、仮に甲案となる場合は、確認義務がないと

いうことはクリアにしていただきたいとは思っていますが、ただし、これが明文化できた

としても、先ほど来、議論が出ているところではあるのですけれども、従来、執行を受け

る側としては、自筆証書遺言であっても余り、遺言そのものが偽造とか変造されていると

いうような争いに巻き込まれるというケースはそう多くはなかったところ、やはりこの甲

案になることで、要はいつどういう状況で作成されて保管されてきたか分からないデジタ

ル遺言が、証拠保全の手続にとどまる検認を経たことで、本当に有効なものとして取り扱

って大丈夫なのか、偽造、変造のリスクを極小化できるのかというのは、引き続き不安に

思うところではございます。そういう意味では、パブリックな保管制度とセットになった

乙案や丙案が望ましいのではと金融機関としては思っております。 
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  あと、議論が出ています（後注）のところですが、これもどこまで民間事業者にやらせる

ということであるだとか、また、監督官庁による許認可をどこまで厳しい内容にするかに

もよるのだと思いますけれども、仮に民間事業者が相当の数登場して、かつ保管だとか執

行だとかというところも含めてその民間事業者に委ねるということになった場合に、それ

ぞれシステムの仕様というのは多かれ少なかれ異なることが予想されます。私ども単独行

だけでも、初回の部会で申し上げましたとおり、月に１万件ぐらい預金の相続手続に対応

しておりまして、遺言の執行を受ける側としましては、民間のシステムが作成当時にどん

な仕様だったのか、偽造、変造を可能な限り排除し得る仕様に本当になっていたのか、と

いったことを事後的に窓口なりで確認する対応というのは、本当に実務上なかなか厳しい

のではないかとは思っておりますので、やはり繰り返しになりますが、これから新しいも

のを作るということなのであれば、パブリックな保管制度とセットになったようなものが

いいのではないかと思っております。 

○大村部会長 ありがとうございます。水口委員からは執行の観点から、保管を前提とする方

が安定的な制度になるのではないかということで、前からおっしゃっていられるところか

と思いますが、乙案あるいは丙案がよいのではないかという御意見を頂戴いたしました。

それとの関連で、甲案については確認義務というのがないということを明示してもらわな

いと実務上もたない、あるいはそれを明示したとしても、やはり偽造、変造リスクはある

のではないか、（後注）につきましても、様々なシステムが存在するということでは金融

機関としては対応が難しいといった御指摘を頂いたかと思います。 

  ほかにはいかがでしょうか。 

○宮本幹事 ２点申し上げます。民間事業者について、何度も話題に出てきておりました。既

に部会内での共通認識になっていることだとは思いますが、遺言を管理するような事業を

行いますと、人の財産の在りかをかなり容易に把握できるという側面があることを忘れて

はいけないのかなと思います。アメリカの統一電子遺言法がどのような経緯で作成された

のかを説いた論文を読んだことがあるのですけれども、そこでは事業者がロビー活動をし

たというようなことも書かれておりました。民間事業者による遺言の管理を検討するので

あれば、悪用の可能性も頭に入れながら議論する必要があるように思います。なお、その

論文では継続性の問題も指摘されておりました。これが１点目です。 

  ２点目ですけれども、方式要件をどこまで簡便化するのかという議論が何度も出てきてお

りますが、遺言の方式要件というのはやはり真意性・真正性を確保するためのものなのだ

と思います。よって、例えばですけれども、今から新たに作る方式要件をより簡明なもの

にして、もし、より厳格な方式要件を求めるのであれば公正証書遺言を用いればいいよと

いうような議論をするのは適当ではないと思います。論点としては異なりますが、１１ペ

ージの下から５行目あたりに、遺言者において遺言能力の有無を含めた厳格な審査を求め

るのであれば、公正証書遺言をすることが考えられるという記述がございますが、能力が

低下しつつある者が、自分の能力判定が不安だからということで、より高度な方式を選択

するということにはならないのではないかと思います。方式要件についても同様で、方式

要件でもって遺言者を守れるようにしておくというのが本人にとって重要なのではないか

と思いましたので、コメントさせていただきました。 

○大村部会長 ありがとうございます。２点御指摘を頂きました。一つは、民間事業者が参入
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するという制度については、悪用、濫用の可能性というのを十分に考えておく必要がある

ということと、もう一つは、方式を簡便化することとの見合いで、危ないと思ったら公正

証書遺言によればいいのではないかという議論はすべきではないと、こういう御指摘を頂

いたかと思います。 

  ほかにはいかがでしょうか。 

○相原委員 相原でございます。民間事業者の話ではないのですが、今回のまとめの中で、簡

便性という観点から言えば、ずっと御意見も出てきていたのですけれども、丙案において

遺言の全文をプリントアウトしたものに自署だけして、それを郵送ということの御提案が

今回あります。それで、前回ももちろん同じものがあったのですが、前は（注）にそれも

考えられるとあったのが、３ページの丙案の②で、公的機関に対する郵送による書面の提

供を認めるという形で、上に上がってきていると私は認識いたしました。そして、それに

ついての真意性・真正性の担保のところで、ウェブで本人の意向を確認するということが

聴かれていて、多分この全体の中では、ある意味一番簡単なのはこれぐらいになりそうな

のかもしれないと思います。 

  ただ一方で、今回のデジタル技術を活用した新たな遺言の方式なわけなのですけれども、

結局、遺言者がデジタル技術を使えるのかどうかで、プリントアウトしたものにサインだ

けするというのは、サインというのは本当に非常にシンプルなことで、名前を書くだけな

のですね、その後、郵送も通常に送ればいい。あと、ウェブ方式だとすると、結局ウェブ

のアドレスといいますか、そういうことがその本人が管理、自分がグリップして、ウェブ

会議に出られる人なのかどうかということで、これをもし全部を第三者がお膳立てして、

されるということになるとすれば、その可能性があるのではないかというところを私はや

はり個人的には危惧します。 

  一方で、ウェブを使わなければデジタルの意味はないのではないかというような、利便性

の意味からの御意見も考えられるのではないかという考え方も当然あろうかと思うのです

が、実態を見たときに、先ほど齊木委員がおっしゃったのですけれども、高齢者で本当に

デジタル技術を使いこなせるレベルの人であればいいのですけれども、そうでない方で、

周りの人がウェブを使って、若しくはデジタルを使ってやるということの場合の、この丙

案の郵送、それからウェブ会議ということに関しては、必要性とかというのを全く否定す

るつもりはないし、今回パブコメとかで意見を聴かれるということを否定するつもりはな

いのですが、一方でかなり危惧があるのではないかというのをどうしても否めないという

のが率直な、これは意見になるのですけれども、思いがあります。ただ、そこら辺のとこ

ろのリスクを聴いてもらいたいという思いがあります。 

○大村部会長 ありがとうございます。甲、乙、丙という中で、丙案が一番簡便なのではない

か、この制度であると、ウェブが使えるという人が周りでお膳立てをしてということにな

って、そういう言葉は使われなかったかもしれませんが、濫用の可能性があるのではない

か、こういうことを危惧されているという御意見だったかと思います。 

  ほかにはいかがでしょうか。 

○戸田委員 （後注）が、やはりいろいろな受け止め方があるのだなと、皆様の御意見を伺っ

て感じ、少し分かりにくいところがあるのかなと確かに思いました。これは二つの内容が

あると理解しておりまして、一つは、作成過程をオンラインでやるという話、オンライン
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でやることによって真意性・真正性を担保し、保全能力を高めるというようなことがある

のと、それからもう一つは、保管自体を民間事業者がやるという話と、二つあるのかなと

思いまして、それは分けた方がよろしいのではないかと思いました。保管自体を民間事業

者がやるというのは、先ほどの御意見もありましたとおり、なかなか考えにくいというか、

いろいろな問題も出てくるのではないかと思います。しかし、オンラインを使って作成す

るという、簡単なイメージで行くとｅ－Ｔａｘのような形で、あれに真正性を担保するよ

うな技術を加味して、保管だけを公的機関がやるのではなくて、作成過程から公的機関が

受けるというような可能性もあるという、そんなイメージもあるのかなと思いまして、そ

この辺りを作成過程の話と保管の話を分けて記載された方がいいのではないかと思いまし

た。 

○大村部会長 ありがとうございます。（後注）について二つの要素が含まれているというこ

とで、分けた方がいいのではないかという御指摘を頂いたかと思います。 

  ほかに、いかがでしょうか。 

○齊木委員 民間事業者の利用について、まだ意見を申し上げておりませんでしたので、申し

上げると、まず作成の場面ですけれども、想定されるのは、本人かどうかをマイナンバー

カードを使って顔貌認証で本人確認をする、これは既に民間事業者がソフトを一般的に開

発しているものです。問題は、その後のオンラインで遺言を作るときですけれども、これ

も作り方としていろいろあるのですけれども、ＣｈａｔＧＰＴを使って遺言を作るという

ことは、もちろん考えられると思います。ただ、ＣｈａｔＧＰＴにこういうのにしてくれ

という指示が、本人が出した指示かどうかをどうやって担保するのかという問題がどうし

てもある。本人が指示したのが担保できなければ、それはやはり真意性・真正性に疑問が

生ずるところです。 

  ちなみに、ＣｈａｔＧＰＴで遺言書を作るという実験をやっている公証人がいるのですけ

れども、かなりレベルが高く、９割方、法的に問題がないものができるようです。ですの

で有効ではあるのですが、その指示を誰が出しているか、遺言者本人が出したことをどう

やって担保するのかということをセットで考えないと、やみくもに民間事業者というふう

になると、先ほど相原先生もおっしゃったように、ＩＴを知っている業者が入り込んで、

本人は最初に顔貌認証のところで顔を出すだけだよというふうなことで、知らない間に遺

言が作られてしまうというようなことになりかねないと思っておりまして、その点につい

ての手当てができるかどうかが重要だと、このように思っております。 

○大村部会長 ありがとうございます。相原委員の御発言についても言及がありましたけれど

も、本人確認をする、そこまではいいですけれども、その後をどうコントロールするかと

いうことが重要であって、そこが本人が作っているのだというところを確保するための仕

組みというのがないと、やはり問題なのではないかというのが共通の御意見だったかと思

って伺いました。 

  ほかにはいかがでしょうか。 

  おおむね皆さん、御意見いただいたと考えてよろしいでしょうか。 

  事務当局、よろしいですか。甲から丙、そして（後注）について御意見いただいてきまし

たけれども、そのほかのところですね、保管制度、そして日付等の問題について何か御発

言、御指摘があれば承っておきたいと思いますが、そちらはいかがでしょうか。 
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○相原委員 保管制度の在り方のところで、２３ページなのですけれども、本当に些末なとこ

ろです。確認だけです。２の保管制度の在り方、「（１）相続人、受遺者及び遺言執行者

等」と、ここに「等」が入ったのです。前は「等」がなかったと思うのですけれども、こ

れは何を想定して「等」を入れられたのか、それだけ教えてください。 

○齊木委員 実務的に考えられるのが、本人が亡くなって利害関係を持つのは相続人、受遺者、

遺言執行者のほかに、成年後見人等が付いていて、残った財産を誰に渡そうかと、それは

遺言の中身が、遺言があればそこで指定されている遺言執行者に渡さなければいけないの

で、そういったものを知る必要があるというのが実務的なところで、そういった意味で、

ここで等を入れておかないとそういう方がはじかれると思います。 

○大村部会長 何か事務当局の方で。 

○齊藤幹事 まず、現状ある遺言書保管制度を念頭に置きながらゴシック体を記載しておりま

すので、そこから大きく隔たった表現をするという意図ではないという状況ではございま

す。その上で、少し確認はしたいと思います。 

○大村部会長 今のやり取りを含めて御確認を頂くということで。 

○相原委員 はい、別に、些末なところだったのですけれども、前と違ったので少し確認した

いというだけでした。 

○大村部会長 ほかにはいかがでしょうか。２の保管制度、それから３の日付、それから４の

加除その他の変更、撤回の関係で。 

○隂山委員 まず、保管制度につきまして、第７回部会で、死亡事実の通知につき、作成され

た遺言書が実効的に活用されるという観点から、重要な制度であると捉えている旨を述べ

させていただいたところ、今般の資料で本文に上げてくださり、感謝申し上げます。また

同様に、第７回部会でお尋ねをした、現在の自筆証書遺言の保管制度との関係での検索可

能性につきましても、２６ページ３行目以下に、一元的に行うことができると考えられる

という御回答を頂いており、非常に心強く捉えております。 

  自筆証書遺言の保管制度における死亡時の指定者通知の対象ですが、当初は１名だったも

のが現在は３名まで指定することが可能となっており、今後、本格的なデジタル社会とな

りますと、郵送等に要する費用も場合によって不要になることも考えられるところ、新た

な方式の遺言を活用した場合において、更に通知の範囲を広げていくことも考えられるの

ではないかと捉えております。通知を受けた者が遺言者の死亡事実を把握することによっ

て相続手続の更なる円滑化が図られる可能性もあるため、引き続き検討することが好まし

いと捉えております。 

  また、２４ページの（注２）や２５ページの（６）では、相続手続に際し電子署名のない

電磁的記録は受け入れられない場合が多いという想定の下、公的機関が電子署名を講じる

方向性を示してくださり、ありがとうございます。御参考までにではありますが、不動産

登記では、不動産登記令１２条２項におきまして、電子情報処理組織を使用する方法によ

り登記を申請する場合における添付情報は、作成者による電子署名が行われているもので

なければならないとされております。この点、公的機関の電子署名が講じられている場合

には、デジタルデータを活用した遺言に基づく登記が可能になりますと、円滑な相続手続

などに資するのではないかと考えています。 

  あわせまして、保管の申請の撤回と情報の消去でございますけれども、３１ページのＣ案
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及びその（注）では、撤回した際に遺言に係る情報を消去する、又は消去しないという二

択が提示されております。この点の御説明といたしまして、３６ページでは、遺言の情報

を消去することを望む遺言者がいることを想定していると記載されております。こういっ

た御説明に対しましては、遺言の情報を消去することを望まない遺言者もいるのではない

かといった意見もあり得るように感じています。説明の方向性といたしまして、遺言者の

希望には配慮しつつも、公的機関として一度保管した情報の取扱いをどうするかといった

観点から検討することも必要ではないかと考えております。 

○大村部会長 ありがとうございます。隂山委員からは保管について、前の案よりも改善され

ているという御意見を頂戴したと承りました。特に通知については、将来的に更に範囲を

広げていくということも考えられるのではないかということだったかと思います。それか

ら、撤回については少し説明の仕方を工夫する余地があるのではないかという御指摘を頂

いたと受け止めました。ありがとうございます。 

  そのほか、いかがでしょうか。 

○齊木委員 それでは、日付については公的機関が保管を開始した日を記録するというのがよ

いと考えます。それから、撤回については、保管をやめるというのではなくて、やはり保

管はすると、それで新しいものが遺言としては優先するという法理で対処していけばいい

と考えております。というのは、私どもが日頃から遺言実務をやっておりますと、前の遺

言は長女が作って大体長女が有利な遺言だったのを、２か月後ぐらいに今度は妹が妹有利

な遺言を作りに来るとか、実は何回も、おばあちゃんは影響されやすいものですから、子

供がどんどん遺言者作成合戦をするというのは実務的に非常に見るのです。すると、前の

やつを当然、新しい方、次女の方は消去したいわけです、消したいわけです。でも、消去

させると、後でどの時点のが判断能力があって真意に基づくのかを裁判所が判断したり、

あるいは周りが考えたり、あるいは利害関係人が裁判を起こすのかを考えたり、いろいろ

するときに、残っていた方がいいと私は思います。その中身の変遷を検討して、例えば受

任した弁護士さんが、これは打って出た方がいいとか、打って出るのをやめようかとか、

いろいろ考え方があると思うので、そういった情報はきちんと残っていて利害関係人に開

示されるというシステムにしておくのが、遺言の紛争を日頃から経験している立場からす

ると、よいと思います。 

○大村部会長 ありがとうございます。日付と、それから撤回について、御意見を頂きました。

特に撤回については、後で紛争になったときの対応ということを考えると、前のものは残

すというのがよいという御指摘を頂きました。 

  ほかはいかがでしょうか。 

○谷口委員 ２３ページの保管制度のところで、隂山さんがおっしゃったことに絡むところで、

（３）の通知のところです。３人になっているということで、郵便のコストなどを含めて

３人になったと思っているのですけれども、現実に今の通知の申請書でも、選択できるの

が配偶者、子供とあって、その他、実は遺言執行者という選択肢もなかったりするので、

ついつい３人の中に入ってこないというようなことで、遺言執行者としては通知が来ない

ということがまま起こるような現状になっているかなと。きちんと意識すればいいのです

けれども、できれば、執行者には来るというふうに、所与にしていただくのが一番有り難

いのですけれども、せめて執行者は選ばれるようにもう少し配慮を運用の中でも頂ければ
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有り難いという、そういう意見でございます。 

○大村部会長 ありがとうございます。通知対象のところをどうするかということで、遺言執

行者が入る形というのを考えていただきたいという御要望として承りました。 

  ほかはいかがでしょうか。 

○小池委員 ３１ページの４、加除その他の変更、撤回のところで、（２）の撤回のアのとこ

ろで破棄の話が入っていまして、以前この会議の中で、電磁的記録なので、オリジナルも

コピーもないので、１個破棄したって意味ないでしょうと、そういうことだったのですけ

れども、一番最初の甲案で行くと、記録を作成した遺言者本人が記録を自分で保管をする

ときに、パスワードとかを付けていて、そのパスワードを封筒などに入れてほかの人に託

したとかいうときに、そのパスワードをなくされると中は見られませんよね。そういうの

は破棄になるのか、そもそもパスワードがなくて中身を見られなかったら、それが遺言か

どうかも分からないから問題にしようがないという話になるのかというのは、事前のレク

チャーのときにその論点を少し聞いてみたのですけれども、その後よく考えたら、そもそ

もパスワードをなくしたら中を見られないのだから遺言かどうかも分からないので、問題

にならない可能性もあるなと気付きまして、そこら辺のことを議論しなくていいのかどう

かというのは引っ掛かったので、問題提起だけということで、お願いします。 

○大村部会長 ありがとうございます。破棄に関わる具体的な問題を御指摘いただいたと思い

ます。そういうことも含めて、少し御検討いただくということかと思います。 

○水口委員 ２３ページ目の保管制度の通知に関し、細かい話で恐縮ですが、保管制度の通知

については、今の自筆証書遺言書保管制度で指定者通知３名までということが先ほど来お

話に上っておりますところ、受遺者と遺言執行者と推定相続人以外も一応指定できるのが

今の制度とお見受けしております。３名という人数制限もあいまって、特に現在の運用と

して相続債務者たる金融機関を指定するようなことは余り行われていないという理解であ

り、新しい方式の遺言の保管制度においても、これと平仄をとった同じような運用となれ

ばいいのですが、もしこの人数制限がなされずに、こことここの銀行には結構預金がある

から金融機関宛にも指定者通知しておこうというようなことがもしあり得るなら、実務上

一応、受け身がとれるようにしておかないといけないかなと思いますので、もし将来的に

ワンストップサービス制度みたいなものが実現すれば、そういう世界感というのも有り得

ますが、現状そこまでではないと思っていますので、この新たな遺言の方式の保管制度だ

けがそういうことにならないように、念のため制度設計には一応御留意を頂けると有り難

いと思っております。 

○大村部会長 ありがとうございます。通知先として債務者である金融機関がどうなるかとい

うことについて御配慮を頂きたいという御希望として承りました。 

  ほかにはいかがでしょうか。よろしいですかね。 

  それでは、第１につきましては御意見を頂戴したということで、今日の御意見を踏まえて、

更に事務当局の方には御検討を頂きたいと思います。 

  ここで、今１５時６分ですので、１０分ほど休憩して、１５時１５分まで休憩いたしまし

て、その後、残りの部分に入りたいと思います。 

  休憩をいたします。 
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          （休     憩） 

 

○大村部会長 それでは、再開したいと思います。 

  部会資料９の第１につきまして御意見を頂戴いたしましたので、続きまして、部会資料９

の第２及び第３の部分を併せて御審議いただきたいと思います。 

  まず、事務当局の方から御説明お願いいたします。 

○石川関係官 「第２ 自筆証書遺言の方式要件の在り方」について御説明いたします。本文

及び補足説明、いずれも前回の部会資料８から大きく変更した点はございませんが、本文

２、押印要件の丙案について、これまでの会議における御意見等を踏まえ、修正をしてお

ります。具体的には、本文について、「押印を要するものとする。ただし法定する条件

（遺言者がその意思に基づき遺言をしたことを担保するための条件）を満たすときは、押

印を欠いたとしても、遺言は、そのためにその効力を妨げられないものとする」とした上

で、（注３）において、この法定する条件の具体例として、「裁判所が、遺言者がその意

思に基づき遺言をしたと認める場合」と、「押印と自筆証書遺言書保管制度の利用とを選

択的な方式要件と位置付けた上で、後者の方式要件を満たす場合」の二つを挙げておりま

す。 

  この点に関する補足説明については、４０ページ以下を御覧ください。まず、乙案と丙案

との相違点について、４１ページに、丙案の主眼は、法定する条件を満たす場合に一律に

救済を図るという点にあり、これに対し乙案は、救済の可否につき裁判所の個別の判断に

委ねられている点で、丙案とは異なることを記載しています。続けて、法定する条件の具

体例の二つについて、それぞれメリットと検討を要する点を記載しています。そのうち、

「押印と自筆証書遺言書保管制度の利用とを選択的な方式要件と位置付けた上で、後者の

方式要件を満たす場合」については、要件該当性の判断を容易に行うことができる上に、

同一の遺言の効力の判断がまちまちになるなどして実務上の混乱を生じさせる事態等を避

けることができると考えられる一方、自筆証書遺言書保管制度の利用を新たに方式要件と

位置付けることになるため、現行の自筆証書遺言書保管制度の法的位置付けを変更するこ

とになること等の当否や、保管申請の撤回の可否、さらに、選択的な方式を設けることに

より国民に混乱を招くことにならないか等について検討を要することを記載しております。 

  第２についての御説明は以上です。 

  続けて、「第３ 秘密証書遺言の方式要件の在り方」について御説明いたします。こちら

も本文及び補足説明、いずれも部会資料８から大きく変更した点はございませんが、本文

２（２）遺言者及び証人の押印要件の丙案について、自筆証書遺言の押印要件における丙

案と同様、修正をしております。 

  補足説明について前回の部会資料８から加筆した点を説明いたします。まず、甲案につい

て、４５ページ以下に、この案を採用する場合には、令和３年のデジタル一括化法による

第９８４条の改正に際して遺言者及び証人による封紙への押印要件のみが廃止され、遺言

者による証書への押印及び封印要件は維持されていることとの関係についてどのように考

えるか等につき検討する必要があることを加筆しております。また、丙案について、４６

ページに、押印を欠いたとしても例外的に遺言の効力が認められるための法定する条件

（遺言者がその意思に基づき遺言をしたことを担保するための条件）については、遺言の
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完成のほか、証人による封紙への押印要件の趣旨に鑑み、封紙に封じられた遺言書が遺言

者本人のものであることを担保するための条件である必要があることを加筆しております。 

  第３についての御説明は以上です。 

○大村部会長 ありがとうございました。部会資料９の第２及び第３について御説明を頂きま

したが、ただいまの説明につきまして御質問があれば、まず、伺いたいと思いますが、い

かがでしょうか。 

  では、併せて御意見の方も頂ければと思いますが。 

○隂山委員 隂山でございます。まず、自筆証書遺言の押印要件につきまして、相続手続の迅

速かつ円滑な執行という観点からは、甲案や乙案のように一見して明確な方式が好ましい

のではないかと考えております。もっとも遺言者の最終意思の実現という観点からは、救

済の余地があるということは非常に重要であると捉えています。 

  先ほど御質問を差し上げればよかったかもしれないのですが、丙案で仮に「裁判所が、遺

言者がその意思に基づき遺言をしたと認める場合」、これを法定した場合、４１ページに、

裁判所の個別の判断に委ねられる乙案とは異なるとあるとおり、甲案や乙案において何ら

か形式違背があった場合における裁判所での救済とは位置付けが異なると理解をすればよ

いかという点を１点、お尋ねさせていただきたいと考えています。 

  また、自筆証書遺言書保管制度を利用した場合が法定された場合ですけれども、遺言書保

管法についても見直しを行うことになるのかという点と併せまして、自筆証書遺言書保管

制度を利用した場合を法定した際は、一律に救済を図るとされていることから、法務局に

よる審査の在り方が変容することを想定しておられるかを確認できればと思います。お願

いいたします。 

○大村部会長 ありがとうございます。押印の問題について２点御質問いただいたかと思いま

す。乙案との違いということと、それから現在の保管制度との兼ね合いといったことだっ

たかと思います。 

○齊藤幹事 まず、乙案と丙案との違いとしましては、乙案は、現行認められている判例上の

個別の救済はあり得るけれども、そこも含めて現行法を法令上手当てすることはしないと

いうことかと考えております。それに対して丙案は、一定程度法令の中に定型的に有効、

つまり無効にならない場合を定型的に一定程度酌み取る、そして、この酌み取るべき場面

については現在も検討中で、このような体裁になっているということですので、まずは違

いというのはそういう辺りかと考えております。それでお答えになっているかどうか、と

いうところです。 

  それから、もう一つ、保管制度を利用した場合に押印不要とした場合には、今ある保管制

度の有り様、あるいは審査の有り様にも影響するのではないかという御指摘は、それは必

然、そのとおりかなと考えておりますので、そこは、もしも実体法上、押印が必要なくな

る場合が保管された場合となるのであれば、それを踏まえての特則というか、別途検討を

要するということになるかと考えております。 

○大村部会長 よろしいですかね。ありがとうございます。 

  そのほかはいかがでしょうか。特に御発言ございませんか。 

○沖野委員 ありがとうございます。今の押印のところの乙案、丙案についてなのですけれど

も、以前から丙案の二つの点はかなり性格が異なるということが言われていたと思います。
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裁判所が遺言者がその意思に基づき遺言をしたと認める場合というのは、今の御説明から

も、また補足説明においても、乙案の下で解釈に委ねられる事柄とは、定型的に一律に法

定の条件でこの場合には効力を否定しないとする点で、違いがあるとされるのですけれど

も、しかしながら、裁判所が遺言書がその意思に基づき遺言をしたと認める場合というこ

とは、かなり一般的なことであって、個別具体的な事情から、このような習慣があるとか、

あるいは取引としてこういうことがあると、花押の例なんかもそうかもしれませんが、か

なり個別事情を基にこの判断をしていくということになるのではないか。その意味ではむ

しろ、乙案の解釈を展開し、更に花押などのような場合についても取り込むということで

は、一部判例変更をした上で例外を明文化するという、乙案展開型のようにも位置付けら

れるように思います。 

  それに対して、保管の方はむしろ定型的一律に方式としての押印要件を外すというもので、

かつ、裁判所が遺言者がその意思に基づき遺言をしたと認める場合というのは、定式とし

てまだこなれているというわけではないと思いますけれども、そういうときには一種の救

済かもしれませんが、それによって効力を妨げられないということになるのは、より導き

やすいように思うのですけれども、むしろ保管の方は、そのときにはもう押印は要らない

という、押印を要しない場合という、正にここで選択的と書かれていますけれども、そう

いった規律なり効果になり得るように思います。そうすると、むしろ丙案の中身自体も二

つに分けてしまう、あるいは前者の方はむしろ乙案型の方の乙案１、乙案２のようにする

というようなことも考えられるのではないかと思います。 

  そして、保管についてなのですけれども、保管については、これもまた従前から、現在に

おいても結局、保管の場合に押印を欠いていたら、それは押印が欠けているので、押印の

ところを補充してといいますか、押印をした形で保管に持って行くということなので、現

行と結果的には変わらないということも指摘されておりました。 

  ただ、押印の難しさというのは、この押印についての捉え方が言わば過渡期にあるといい

ますか、すなわち一方では、もう押印というのはおよそ使われなくなっていく、例えば、

これで文書が完成だということについてももう意味を持たないとか、いろいろなところで

押印を使わないので、そういったことはもうなくなっていくのだから、将来にわたっての

遺言の在り方としてもう不要とすべきではないかという考え方が一方である中で、他方で、

どこかで下書きと完成というのを区別するときに、押印というのはなお一定の意味を持ち

得る、またそれが続いていく可能性もあるという、ここの将来の見通しや、あるいはそれ

をどう誘導するのがいいかということについても考え方が分かれるように思います。 

  そういう中で、およそ押印が要らないというルートを用意することによって、もう押印な

どは関係ないのだという形であれば、むしろどんどん保管の方を利用することで、そちら

を押していく、やがては、押印というのはもはや文章の完成にとっても余り意味を持たな

い、ある意味を持たないものとして将来設計をすることに問題がないと判断できるときに

は、更に法改正という形にすることが考えられるし、逆に、やはり完成を決定するものと

して一定の意味を持ち得るということが今後も継続していくということであれば、それを

評価してというか、押印に一定の意味を持たせるというものをなお継続していくという、

将来の進む状況ということへの現時点での対応として、意味がある方策になるのではない

かと思っております。 
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○大村部会長 ありがとうございます。丙案の（注３）で挙がっている二つの事柄というのは、

かなり性質が違うのではないかという御指摘で、整理をするときに、一つ目は、むしろ乙

案のバリエーションとして位置付けるということも考えられるのではないか、そういう御

指摘を頂きました。その上で、どういう選択肢を用意するかということは、押印というも

のがこの先どういうふうに扱われていくか、その推移についてどういう見方をするかとい

うことと密接に関わっているので、それを意識しながら議論していく必要がある、資料も

あるいはそういう形で提示する必要がある、こういった御指摘かと思って伺いました。そ

んなところでよろしかったですかね。 

  ほかにはいかがでしょうか。 

  押印は前回までにも大分議論をしまして、なかなか難しいところがあって、こういう形に

なっています。更に整理をすることもできるのではないかという御発言がありましたので、

検討いただきたいと思います。ただ、最終的にどうするかという点は、中間試案の段階で

はなかなか決着が今は付かないのだろうと思いますので、何らかの形で選択肢を整理して

パブリック・コメントに掛けるということかと受け止めております。特にこれについて御

発言がなければ、先に進みたいと思いますけれども、いかがでしょうか。よろしいでしょ

うか。 

  それでは、第２、第３も２のところで押印要件に関わる問題を含んでおりますので、連動

するところがございますが、これらにつきましては御意見を頂戴したということで、先に

進ませていただきたいと思います。 

  次が、第４の部分ということになります。資料で申しますと４５ページ以下ということに

なりますが、この部分について御審議を頂きたいと思います。 

  まず、事務当局の方からここの説明を頂きたいと思います。 

○戸取関係官 ４６ページからの第４では、特別の方式の遺言の方式要件の在り方について検

討しており、４６ページからの１では、作成することができる場面の規律について、５０

ページからの２では、作成方法の規律について、それぞれ検討の方向性を記載しておりま

す。 

  まず、４６ページからの本文の１、作成することができる場面の規律については、部会資

料８と同様の方向性を記載しております。すなわち、船舶遭難者遺言については、現行の

文言に限らず、航空機遭難や天災その他避けることのできない事変も含まれることを規律

上明確化するとの考え方、一般隔絶地遺言については、現行の文言に限らず、一般社会と

の交通が事実上又は法律上自由に行い得ない場所にある者全てを含むことを規律上明確化

するとの考え方、死亡危急時遺言及び在船者遺言については、遺言を作成できる場面に関

する規律については現行法の規律を維持するものとするとの考え方を記載しております。 

  この点、船舶遭難者遺言において、天災その他避けることのできない事変も含まれること

とした場合においても、船舶遭難者遺言は死亡危急時遺言の方式要件すら履践できない場

合を想定した規定であることを踏まえると、およそ生命の危険性のない軽微な災害や暴動

の場合においてまで船舶遭難者遺言の方式による遺言を認めることは相当でないとも考え

られます。そのため、天災その他避けることのできない事変の場合については、それによ

って死亡の危急に迫ったことが必要であると整理することも考えられる旨を、補足説明の

うち４９ページの２（２）に記載しております。 
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  次に、５０ページからの本文の２、作成方法の規律についても、基本的な方向性は部会資

料８から変更はございません。現行法の規律は維持するものとしつつ、デジタル技術を活

用した新たな遺言の方式として、死亡危急時遺言と船舶遭難者遺言について、それぞれ甲

案、乙案、丙案の三つの案を提案しております。これに対し、一般隔絶地遺言と在船者遺

言については、新たな遺言の方式を設けないこととしております。 

  作成方法の規律の検討に当たっては、５４ページの２（２）以下に記載しておりますとお

り、特別の方式の遺言は厳格な方式が要求される遺言においては例外的なものであり、普

通の方式の遺言の作成が可能な場合にあっては原則として普通の方式の遺言を作成すべき

であることから、普通の方式におけるデジタル技術を活用した新たな遺言の方式の検討も

踏まえる必要があるものと思われる旨記載しております。また、死亡危急時遺言及び船舶

遭難者遺言における三つの案に共通する考え方については、５５ページの３以下に記載し

ております。活用することが考えられるデジタル技術としては、録音・録画を想定してい

るところ、必ずしも遺言者自身によって録音・録画される必要はなく、遺言者の指示を受

けた証人等の第三者が記録するものでも許容されることを記載しております。また、証人

の立会いについては、ウェブ会議の方法による場合も含むことを前提としており、その場

合における録音・録画は、ウェブ会議の様子を録音・録画することを想定しております。

さらに、遺言の全内容が記録された電磁的記録の保管者は、遺言者、証人その他の第三者

のいずれであるかを問わないものとしており、確認手続に提出された電磁的記録が確認対

象となることとしております。 

  また、一般隔絶地遺言に新たな遺言の方式を設けないことについては、６２ページの（２）

以下で、部会資料８から若干加筆しております。一般隔絶地遺言の民法上の位置付けを踏

まえると、死亡危急時遺言及び船舶遭難者遺言とは異なり、公証人の関与を期待すること

ができるか否かといった観点からの検討も必要なものと考えられること、公正証書に係る

一連の手続のデジタル化により、公証人が相当と認めた場合にはウェブ会議の方法を利用

した公正証書遺言の作成が認められるとされたこと、スマートフォン等のデジタル機器を

所持している場合には、公証人への相談や機材の手配依頼等を通じて、まずは公正証書遺

言の作成を試みることが考えられることから、あえて一般隔絶地遺言にデジタル技術を活

用した新たな遺言の方式を設ける必要性は乏しいとも考えられる旨記載しております。 

  このような特別の方式の遺言の方式要件の在り方についての検討の方向性につき、御意見

いただければと思います。部会資料９の第４についての説明は以上となります。 

○大村部会長 ありがとうございます。部会資料９の第４について、御説明を頂きました。こ

れにつきまして何か質問があれば、まずお願いをしたいと思います。いかがでしょうか。 

  それでは、御意見も含めてお願いをいたします。 

○宮本幹事 質問を一つ、よろしいでしょうか。４９ページで、先ほど説明を頂きました（２）

のところですけれども、（２）の下から３行目、「それによって死亡の危急に迫ったこと

が必要であると整理することも考えられる」というところですけれども、現行の船舶遭難

者遺言は、船舶が遭難した場合において、船舶中にあって死亡の危急に迫った者はという

定めになっており、船舶が遭難したことによって死亡の危急に迫ったという文言ではあり

ませんから、御提案は、より厳格にしようという発想なのか、つまり、現行法だと、例え

ばですけれども、船が座礁して止まっている、そのときにたまたま持病が悪化して心臓が
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止まりそうだとかという場合も含まれると思われるところ、４９ページの記述との関係を

どのようにお考えなのか、少しお聞かせいただけると有り難いです。 

○大村部会長 ありがとうございます。現行のルールとの関係についてという御質問ですね。 

○宮本幹事 はい。どちらに反対する意味でもないですけれども。 

○齊藤幹事 ありがとうございます。御指摘いただいたとおり、現行法の第９７９条は、「船

舶が遭難した場合において」と一回区切って、「死亡の危急に迫った者」とありますので、

それとの関係では、やはり現状の４９ページの御指摘いただいた部分は、これを船舶遭難

にそのまま当てはめるとすると、一部狭めることを帰結し得るというのは、正に御指摘い

ただいたところです。 

  ただ、正にそこを狭める意図という意味で整理したつもりもないところなので、今の頂い

た御指摘も踏まえて、どういう規律ぶりがいいのか、その場合には恐らく、現状のものを

含めて広げる方向も、現状を狭める方向も、特段意図しない、そして、結果としてもそれ

を生じさせないような方向で検討していくのかなということを御指摘から感じました。 

○宮本幹事 ありがとうございます。軽微な災害などまで含める必要はないと思いますが、た

またま災害時に持病が悪化したということはあり得るのかなと思いましたので。ありがと

うございます。 

○冨田委員 冨田でございます。船舶遭難者遺言についての作成の規律のところにつきまして、

以前の部会についても、実際の場面を想定した方式とすべきではないかということを申し

上げたかと思います。実際に、例えば飛行機の遭難時であったりですとか、あとは紛争の

真っ只中みたいなところであれば、なかなか証人を確保するのは難しいと思いますので、

こうした要件については更なる検討が必要ではないかと考えてございます。 

  この点につきましては、５０ページの（注３）に、証人についてはウェブ会議の方法によ

り立ち会うことができるものとすることも考えられるという記述を加えていただきました

が、今申し上げたような危急時に、ウェブ会議の方法であっても、直ちに証人を確保して

立ち会ってもらうのは難しいのではないかと考えます。また、フライト中の飛行機や航行

中の船舶の通信環境には制約がありますので、仮に通信ができたとしても十分な時間的余

裕はないのではないかと考えます。船舶遭難者遺言については、したがいまして、証人を

要しない、より簡便な方式を選択肢に加えることができないのか、御検討を頂けると有り

難いと思います。 

○大村部会長 ありがとうございます。冨田委員からは、考えるに当たって具体的な実際の場

面を想定して考えることが必要であろうということで、５０ページの（注３）のようなウ

ェブ会議の方法による立会いといったことは実際にはなかなか考えにくいのではないか、

より簡便な方法をここで考える必要があるのではないかという御指摘を頂きました。 

  ほかにはいかがでしょうか。 

○隂山委員 隂山でございます。船舶遭難者遺言につきまして、前回部会で、作成することに

なると考えられる局面といたしましては、船舶が遭難した場合を始め、航空機遭難であっ

たり、また山岳遭難、天災などが考えられると発言させていただきました。今般の資料を

拝見いたしますと、山岳遭難につきましては特段例示されておりませんが、現時点におい

て山岳遭難の場面についてもこの船舶遭難者遺言の局面から排除はされていないと理解を

してよいかという御質問でございます。 
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  といいますのも、山岳遭難につきましては警察庁生活安全局生活安全企画課が公表してお

ります令和５年における山岳遭難の概況等によりますと、令和５年の山岳遭難は発生件数

が３，１２６件、遭難者３，５６８件、そのうち死者・行方不明者が３３５人となってお

ります。船舶遭難や航空機遭難と比較しても、より遭遇する率が高い数値でもあるように

思われるため、発言をさせていただきました。 

  先ほどの冨田委員の御発言とも重なるところではございますけれども、船舶遭難者遺言の

場面におきましては正常な通信状況ではないことが多いとも思われるため、ウェブを利用

することができないことも念頭に、デジタル技術を活用した特別方式の遺言については更

に検討する必要もあると考えております。 

○大村部会長 ありがとうございます。先ほどの冨田委員のお話ともつながるわけですけれど

も、船舶遭難者遺言について更に検討が必要なのではないかという御指摘と、あわせて、

何を対象とするかというときに、山岳遭難というものがかなり重要なものとしてあるので

はないかということで、これは御質問ということだったかと思います。 

○齊藤幹事 御指摘の山岳遭難等を特に排除ということではございませんので、表現の在り方

については引き続き検討させていただきたいと思います。 

○大村部会長 ほかにはいかがでしょうか。 

○齊木委員 齊木でございます。死亡時危急時遺言の、誰が録音・録画を同時に行うかという

ところで、全部遺言者に今のところなっているわけでございますけれども、何となくこう

いう危急時だと、通信状態の問題は確かにあるのですけれども、私は典型的に考えるのは、

ＬＩＮＥ通話か何かで知り合いに、これを録画してくれと頼んで、証人になってくれと言

って録音・録画してもらうということを考えるものですから、証人でもいいようにできな

いものかなと思います。結局、航空機とか船舶も、沈んでしまえば遺言者の携帯端末とい

うのは駄目になってしまって、そこに残っているものはきちんと残るとはなかなか思えな

いので、基本的には奇跡的に通信でつながった知り合いに記録してもらったものを遺言と

するというのが現実的なところなのかなと私は考えております。 

○大村部会長 ありがとうございました。死亡危急時遺言の記録者は、本人以外の方が、本人

以外の者を少なくとも含む方が現実的ではないかという御意見として承りました。 

  ほかにはいかがでしょうか。 

  特に御発言ございませんでしょうか。 

○齊藤幹事 冨田委員から、危急時遺言、実際の場面を想定して、もう少しやりやすいものを

という御発言がございました。それから、齊木委員から、実際、端末は駄目になってしま

うだろうから、たまたま知人のものに飛ばせたデータというのをいかすことが考えられる

のではないかという御発言を頂きました。それぞれ何かしら場面を想定して、うまく残せ

るものを残すという意味では共通な反面、ネット環境がなければ結局その端末に残すしか

ないということにもなり、ネット環境があれば、たまたま送信はできるけれども、かなり

レアかもしれず、あとは、送信できたもの自体が作出されたものでないかどうか、それを

担保するような仕組みができるかどうかという論点があるかなと思いましたので、おっし

ゃっている方向はそれぞれ、若干重ならないところがあるかなとは思いましたが、次回に

向けて少し整理をさせていただきたいと感じました。 

○大村部会長 ありがとうございます。通信環境のことも考えると、本人のところに残ってい
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るものしか頼るものがないという場合ももちろんあるということで、全体としてどんな場

面を想定すればよいのか、それから、特別の方式ではありますけれども、やはりいろいろ

な事態が想定されますので、そういうことについてどういう態度をとるのかということを

検討する必要がある、そういうことかと思います。 

  ほかにいかがでしょうか。 

○沖野委員 申し訳ありません、５０ページの（２）の（注２）が、遺言者の指示を受けた証

人等の第三者が録音・録画によって電磁的記録に記録することも許容されることを前提と

しているとありますので、これは５１ページの各種の案の前提になっているのではないか

と理解をしておりましたけれども、すみません、何か誤解がありましたら御教示いただけ

ればと思います。 

○齊藤幹事 御説明が遅れたところに御指摘を頂きまして、ありがとうございます。御指摘の

とおりです。つまり、５０ページ（２）の（注２）は、その後に続きますア、イの甲、乙、

丙案全体に係っていく構造になっておりますので、そういった意味では、文面上遺言者が

録音・録画をするという表現になっておりますが、そこは（注２）にありますとおり、第

三者が代行というか事実上代わりに行ってもいいという記載ぶりでございます。 

○大村部会長 齊木委員の御懸念というのは、ここで受けると。 

○齊木委員 そういうことであれば、結構です。 

○大村部会長 ほかにはいかがでしょうか。 

○小粥委員 小粥でございます。特別の方式による遺言をＩＴ技術等によって簡単にできるよ

うにする余地はないかという方向で検討しているものと理解しておりますけれども、それ

を前向きに進めるということをなぜやらなければいけないのかと、ＩＴ技術を活用するこ

と以外にどんな理由があるのか、ですね。つまり、私が考えているのはこういうことです。

平時に練った遺言を作っているとして、危急時に急に思い立って、これは簡単にウェブで

電波を飛ばせば遺言ができるからということで、やるということがよいのか、悪いのかと

いう問題があるような気がするのです。ＩＴ技術を使えるところで使うというだけではな

くて、遺言者の真意を担保するとか実現するとかという観点から、危急時に選択肢を増や

すということがそもそもよいのか、悪いのかというところも考えた上で政策決定をした方

がよいのではないかと思いますという意見でございます。 

○大村部会長 ありがとうございます。特別の方式について、今日の言葉で言うと簡易化とい

うか簡便化でしょうか、これを図るということの当否そのものを考える必要があるのでは

ないか、落ち着いたときにきちんとしたやり方で遺言をするということがむしろ望ましい

のではないか、そういう考え方と対比しながら検討する必要があるのではないかという御

指摘を頂いたと受け止めました。 

  ほかにはいかがでしょうか。 

○齊木委員 あともう１点だけ、確かヨーロッパのどこかの国では、デジタルで確かに録音・

録画で危急時に遺言を作れるのですけれども、その飛行機が無事に戻ってくることもある

のですね。無事に戻ってきた場合には、何か月以内にきちんとした方式で遺言を作らない

と失効するという規定が確かあったと思うので、そういった規律は必要ないのかと、今の

小粥先生の御発言を受けてはたと、そういえば大丈夫だった場合に、危急時のやつを作り

直さないでそのまま放置するということでいいのかどうかということを少し思いましたの
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で、発言させていただきました。 

○大村部会長 ありがとうございます。危急時を脱したときにどうするのかということまで手

当てをする必要があるのではないかという御指摘を頂きました。 

  ほかには。 

○齊藤幹事 現行民法、御案内のことかと存じますが、第９８３条、危急時遺言は、遺言者が

普通の方式によって遺言をすることができるようになった時から６か月間生存するときは、

その効力を生じないとなっておりますので、一応この資料もその一般的規定は前提とした

上での記載かなと考えております。ただ、そこをきちんと意見照会をするときに表現をし

た上で行っていく必要があるということは認識いたしました。ありがとうございます。 

○大村部会長 ありがとうございます。 

  そのほか、いかがでしょうか。 

  よろしいでしょうか。それでは、第４につきましても御意見を頂いたということにさせて

いただきたいと思います。 

  最後、残るのが部会資料の第５の部分ということになります。６３ページ以下でございま

すけれども、この部分について御審議を頂きたいと思います。 

  まず、事務当局から御説明お願いいたします。 

○戸取関係官 ６３ページの第５では、遺言の方式ではないその他の論点について記載してお

ります。遺言能力及び遺言事項として記載された内容の明確性を確保することについて、

それぞれ特段の規律を設けないものとすること、民法第９７３条（成年被後見人の遺言）

について、自筆証書遺言における押印要件の在り方等を踏まえて検討するほかは規律を見

直さないものとすることとしております。従前から実質的な内容に変更はございません。 

第５についての御説明は以上となります。 

○大村部会長 ありがとうございます。第５について御説明を頂きました。 

  御質問、御意見、併せる形で、何かあれば伺いたいと思いますが、いかがでしょうか。 

○相原委員 相原でございます。第５の成年被後見人の遺言については、何度も発言させてい

ただいたところであります。そして、これについてここでというのではなくて、もう一つ

の部会で御審議されているので、そちらの方に委ねるということについて異論、変更があ

るわけではございません。 

  ただ、資料の６５ページにも書いてありますように、３類型を見直すということも含めて

かなり大きなことが検討されているというのが、実際いろいろ意見が出ているところです。

だから、そちらの方に行くかどうか、そちらの方に入るわけにはいかないのですが、（注）

のところにありますように、維持しない場合、３類型が廃止されるような場合には、かな

りその見直しの要否について考えるというようなことがあります。こちらの方で何か提案

するとかいうことを提言するつもりではないのですが、もしそうなったとすれば、一度は

成年被後見人になった方が、それこそ医師二人が必要であるというのから、本当にリセッ

トで普通になってしまう可能性があるのだとすれば、かなり対象として考えなければいけ

ないことも、配慮すべき事項もあるのではないかという印象も持ちます。こちらで議論し

てほしいという意見ではございませんけれども、見守るべき他の部会のことではあるので

すけれども、それから、弁護士会でもまだ十分議論しているわけでもないので、何か意見

を申し上げるところまで行きませんけれども、かなり見守らなければいけない事項ではな
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いかと個人的に思っております。 

○大村部会長 ありがとうございます。現在他の部会で進行している成年後見制度の見直しに

ついては、当部会もその様子を見ながら必要なことがあれば対応するということでこれま

で考えてまいりましたけれども、３類型がどうなるかという問題も出ているので、大きく

動くような可能性も含みつつ様子を見守る必要がある、そういう御意見を頂戴しました。 

  ほかはいかがでしょうか。 

○倉持幹事 １点目は今、相原先生から御指摘があったとおりで、成年被後見人の遺言につい

ては、ここで規律を見直さないとあるのはそうなのでしょうけれども、やはり後見部会の

動向も見ている者にとっては、やはり若干違和感があるので、本文のところにも（注）で、

後見部会の方でも検討されているので、その内容次第では検討を要する事項である、みた

いなことを書かれてもいいのかなと思いました。 

  それともう１点、遺言能力なのですけれども、これは瑣末なところであるのですが、括弧

書きで定義のようなものがあって、これは多分、行為能力の問題ではなくて意思能力の問

題だということでおっしゃっているのですけれども、特段の規律を設けないとある点は、

現行民法でも第９６３条で、遺言をするときにおいてその能力を有しなければならないと

いう規律はあるので、ここは遺言能力（第９６３条）の規律については更に具体化するこ

とは考えていないとか、そういう御趣旨なのかなと。 

  あと、ここでは遺言能力を欠く場合の効果も書いていませんが、債権法改正により民法第

３条の２で意思能力無効の規定ができましたけれども、それとの適用関係も少し分からな

くなるところがあるのですが、それは第３条の２を適用しようが、この第９６３条を適用

しようが、余り関係はないので、どちらを明示しなくてはいけないという意見ではないの

ですけれども、そういうことも含めて、特段の規律を設けないという定め方をした方が、

より分かりやすいかなと思った次第です。 

○大村部会長 ありがとうございます。（注）を付けてはどうかということも含めて、書きぶ

りについて御指摘を頂いたということで、御検討いただきたいと思います。 

  ほかにはいかがでしょうか。 

○宮本幹事 細かい話になりますが、先ほどの成年後見のところです。本部会で検討すること

として、遺言に立ち会った医師が行う押印の要件についてというのが書かれております。

そこでは、自筆証書遺言において押印を要しないとする場合には、これと同様に押印を要

しないものとすることが考えられるということですけれども、自筆証書遺言において押印

を要するか否かというのは遺言者の押印についてで、ここは立ち会う医師のことですので、

仮に自筆証書遺言において押印を要するとしたとしても、医師の押印をなくすというのは

考え方としてはあり得るのではないかと思います。 

○大村部会長 ありがとうございました。そこも表現に関わる問題として御検討いただきたい

と思います。 

○沖野委員 ありがとうございます。既に御指摘のあった３の成年被後見人の遺言ということ

なのですけれども、ゴシックのところの書き方として、現在書かれている「踏まえて検討

する」で切ることはできないかというものです。そのほかは規律を見直さないものとする

というのは、より立場がというか、明確ではあるのですけれども、押印のところについて

はそれを踏まえて検討するということであれば、他のところの提言は含んでいないという
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のはゴシックで分かりますし、それから、規律を見直さないということが、見直す必要が

全くないのであるという態度決定をこちらでしているというよりは、成年後見制度がどう

なるかということは、より、それ自体を検討する部会の方で問題提起がされているという

ことがあるので、それを見守る必要があるという態度決定なのだということを、むしろ打

ち出すべきではないかと思っております。 

  その際、もう一つなのですけれども、６４ページの方の（２）の２行上のところで、実務

上、医師二人以上の立会いを求めるのは困難ということの意味なのですけれども、これは、

それが必要なときにわざわざ医師二人をそのために用意してというか、その上で遺言をす

るということが非常に現実的でないと、仮にそういうことだとすると、確かにその後の紛

争防止という点で一定の予防措置ということはよく分かるのですけれども、このような後

見開始の審判を受けたというだけで、実は必ずしも意思能力という点で、遺言をするため

に必要な能力を備えているような場合であっても、たまたま医師の調達というか用意とい

うか、ができないために遺言が制約されるということが、本当にそれで適切なのだろうか

という問題意識は一方であって、実務上困難だというのが、どういう意味でどのくらい本

当に困難なのかということにもよるかと思うのですが、やはり問題があることは確かなの

で、本当にやむを得ないと考えられるか、そこの書き方が、事理弁識能力を欠く常況にあ

る者として審判を受けたのだからやむを得ないという評価は、もう一方の部会における検

討とは若干トーンが違うというか、そごがあるというか、というようにも思っております

ので、このような書き方でいいのか、あるいは、むしろ立法趣旨はこうであったというこ

とがあるけれども、そもそも成年後見制度の在り方自体が検討されている中で、それを見

ないで検討するのは難しいというような、そちらのトーンの方が適切ではないかとも思っ

たものですから、書きぶりだけですけれども、御検討いただければと思います。 

○大村部会長 ありがとうございます。その他の３の本文と、それから補足説明の中の表現に

ついて、他の部会で検討されているということを踏まえてこちらがこういう態度をとって

いることが分かるような表現にする必要があるという御指摘かと思いますので、御検討を

頂きたいと思います。 

○木村幹事 ありがとうございます。すみません、私の質問は第５に関わるものではなくて、

全体に関わる事柄と、あと参考資料９の表について発言したいと思っていたのですが、時

機を逸してしまいました。先に第５について何か御意見があれば、その御意見の後に発言

させていただきたいと思うので、よろしくお願いします。 

○大村部会長 分かりました。それでは、第５が終わってからということにさせていただきま

す。 

  第５について、そのほかいかがでしょうか。 

○内海幹事 幹事の内海です。やや重箱の隅にあたるようなことかもしれませんけれども、６

３ページの２の遺言能力の補足説明のところについて発言いたします。遺言能力という問

題が、いわゆる真意性みたいな話とどれぐらい一対一対応しているのかというのも微妙で

すけれども、一定の関連性があるとすると、ここでの説明は方式要件の問題に含めて考え

るのが相当だというポジションで、なので遺言能力そのものについては触れませんと、そ

ういう説明がなされているかと思います。他方で本日は、真意性等に関する懸念みたいな

ものがありつつ、簡便性を重視するという方向があり得るのかというような方向で議論と
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いうか、そういう意見が大勢だったわけではないようにも思いますけれども、そういう方

向に向かうこともあり得るというような見せ方であったかと思いますので、もしそういう

方向に議論が向かっていくことがあるのだとしたときには、方式要件の問題としてきちん

と考えますという説明だけでは、やや言葉足らずなところも出てくるのかなという気もい

たします。そういうことで、簡便性の方にもう少し舵を切るかもしれないということであ

れば、このあたりの説明にもう少し補足があってもいいのかな、という気がいたしました。 

○大村部会長 ありがとうございます。遺言能力についての取扱いは、今日の議論をどのよう

に踏まえるかということが影響するだろうということで、次の資料を考えるときに、そち

らを見ながらここの修文を考える必要があるという御指摘として伺いたいと思います。 

  ほかはいかがでしょうか。 

  第５については、表現について御指摘はありましたけれども、実質については特に御異論

はなかったと受け止めさせていただきたいと思います。 

  それでは、戻って木村幹事、先ほど、全体について、それから今日の補足の資料について

といったことでしたけれども、どうぞ。 

○木村幹事 私の発言が時機を逸したものとなってしまい、お詫び申し上げます。 

  まず、１点目ですけれども、今回の部会資料では、様々な場面で遺言者によって指示を受

けた第三者が挙げられており、記録をしたり、結合したり、あるいは特別方式のところで

は保管に関わるような作業をするような者として想定されていたと思います。その上で、

法務省の方への質問なのですけれども、この第三者として指示を受けた者というのは、法

的な位置付けとして何か意味を持つ者なのか、単なる事務を遂行する者として捉えてよい

のかとか、その点について現時点でどのようなお考えを持っているのかについてお伺いさ

せていただきたいと思います。 

  その上で、実際指示を受け、事務を遂行する第三者に当たり得る者について、現行民法典

では相当する者がいるのか、ただちには判断できなかったのですけれども、当該第三者が

様々な意味で遺言に関わる作業をしているという認識が要らないのか、要るのかといった

ことなどについて検討する必要がないのか、ということについてもあわせて質問させてい

ただきたいと思います。 

  ２点目は、参考資料の表についてです。この表自体は非常に分かりやすく、今後の整理あ

るいはパブリック・コメントに向けて、とても参考になると思いました。その上で、これ

は感想というか要望を述べさせていただきます。まず、甲案、乙案、丙案があり、乙案と

丙案のところには主なデメリットとして自筆証書遺言と対比すればという表記があります

が、甲案のところにそれに対応する記述がありません。この点、このまま対応する記述が

ないということでよいのかどうかということです。もう一つが、甲案について、なぜ証人

を付ける必要があるのかということについて明確な説明がないように思えまして、このま

まですと、証人を付けることのデメリットが意識されかねないようにも思われたことが若

干気になりました。そこで、証人を付けることがどういった意味を持つのかということに

ついて、何かしら記述があった方がよいと考えた次第です。 

○大村部会長 ありがとうございました。２点御発言がありましたけれども、１点目は指示を

受けた第三者というものについての御質問ということで、お答えを頂きたいと思っており

ます。それから、２点目は、この表ですね、参考資料についてなのですけれども、御指摘
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は二つあって、乙、丙案については自筆証書遺言と対比すればという形でデメリットの表

記がされているけれども、甲案についてこういう表記は要らないのかということと、もう

一つ、甲案について証人の必要性について積極的に書いておく必要はないのかという御指

摘を頂いたと思います。後の方は御指摘として、この表をまた見直すときに検討していた

だくということにいたしまして、最初の御質問の方についてお答えを頂きたいと思います。 

○齊藤幹事 遺言者によって指示を受けた第三者が行う場合も含むと複数回記載しているのは、

本人自らがする必要があるかどうかを本文だけでうまく書き切れないところを補足する趣

旨で記載を致しました。他方で、その記載がぎらついて、これはどういう意味なのかとい

う副作用もあるかなという気もいたしました。現状考えていることとしては、法的な意味

としては余りないので、事実行為を手伝うと、逆に言うと、その事実行為を本人がする必

要は必ずしもないよということを考えておりました。その上で、木村先生がおっしゃった

ような、今後検討すべきことがあるかどうかについては現状、考えを十分には整理できて

おりませんが、検討させていただきたいと思います。 

○大村部会長 ありがとうございます。 

  そのほか、いかがでしょうか。今、木村幹事から全体にわたってということだったのです

けれども、全体にわたってということでも結構ですので、何か御発言があれば伺いたいと

思いますが。 

  よろしいでしょうか。それでは、本日の資料については第１から第５まで御意見を伺った

ということにさせていただきたいと思います。 

  ここまでということになりますけれども、次回の議事日程等につきまして、事務当局の方

から御説明を頂きたいと思います。 

○齊藤幹事 本日も御多忙の中、熱心に御議論を頂き、ありがとうございました。 

  次回の日程も少し日程が空いて恐縮でございますが、６月３日火曜日午後１時３０分から

５時３０分まで、次回は２０階の第一会議室を用意しております。次回、本日頂いたいろ

いろな御指摘をきちんと踏まえながら具体化をさせて、恐らく資料としては全体を一応書

くことが主に想定されるかなと思いますが、だんだん論点というか、絞られている、余り

御発言いただかない部分はそれなりに、大きな御異論はないということなのかなと思いま

すので、次回は、逆に御意見が様々ある部分に集中的に御議論いただけるよう、資料準備

に努めたいと思います。 

  では、次回は６月３日でございます。よろしくお願いします。 

○大村部会長 ありがとうございました。次回、全体をカバーした資料を御準備いただくけれ

ども、なお議論をすべき点について集中的に意見を伺いたいと、こういうことだと理解を

致しました。６月３日１時３０分からということですので、よろしく御予定のほどをお願

い申し上げます。 

  それでは、法制審議会民法（遺言関係）部会の第９回会議、これで閉会をさせていただき

ます。本日は熱心な御審議を賜りまして、ありがとうございました。閉会をいたします。 

－了－ 


